
「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想ロードマップ」

に関する意見募集の実施について

平成２９年７月１８日

研究振興局学術機関課

この度、文部科学省では 「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想ロー、

ドマップ－ロードマップ２０１７－ （以下 「ロードマップ２０１７」という）の策定」 、

を予定しています。

これに当たり 「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想ロードマップ」、

に関する意見募集を実施いたします。

御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。

【１．意見募集に関する参照資料】

→【別添 「ロードマップ２０１７ （案）参照】 」

【２．意見の提出方法】

（１）提出手段 郵送・ＦＡＸ・電子メール

（電話による意見の受付は致しかねますので、御了承ください）

（２）提出期限 平成２９年７月２４日 必着

（３）宛先

住所：〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞ヶ関３－２－２

文部科学省研究振興局学術機関課 宛

ＦＡＸ番号：０３－６７３４－４０８６

電子メールアドレス：gakkikan@mext.go.jp

（判別のため、件名は「ロードマップへの意見」として下さい ）。



【３．意見提出様式】

「ロードマップへの意見」

・氏名

・年齢

・性別

・職業（在学中の場合は「高校生 「大学生」など在学する学校段階を表記 ）」 。

・電話番号

・意見（ ロードマップ２０１７ （案）をお読みいただいた上、次の５項目について、「 」

御意見をください ）。

１．学術研究の大型プロジェクト推進の意義について、どのように考えますか。

２．学術研究の大型プロジェクト推進の基本的な考え方（大型プロジェクトの基本的性

格及び実施主体）について、どのように考えますか。

３．学術研究の大型プロジェクトの着実な推進に向けた社会や国民とのコミュニケーシ

ョンの強化方策についてどのように考えますか。

４ 「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性 （平成２９年３月３０． 」

日科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術研究の大型プロジェク

トに関する作業部会）を受けて策定される予定の「ロードマップ２０１７ （案）の」

内容を踏まえ、今後のロードマップの策定に向けて求められることについてどのよう

に考えますか。

５．上記の他、お気付きの点がありましたら御意見をお寄せください。

※ 御意見は、とりまとめの都合上 【別添 「ロードマップに関する意見提出様式」に、 】

てお寄せいただけますようお願いいたします。

【４．備考】

① 御意見に対して個別には回答致しかねますので、あらかじめ御了承願います。

② 御意見については、氏名、電話番号、e-mailを除いて公表されることがあります。な

お、氏名、電話番号、e-mailについては、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡

以外の用途では使用しません。

（研究振興局学術機関課）
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はじめに 

 

学術研究の大型プロジェクト（以下、「大型プロジェクト」）は、最先端の技術や知識を

結集して人類未踏の研究課題に挑み、当該分野を飛躍的に発展させ、世界の学術研究を先

導する成果を挙げてきており、今後も、社会や国民の幅広い支持を得ながら、長期的な展

望を持って戦略的・計画的に推進していくことが必要である。 

 

このことは、「第５期科学技術基本計画」（平成２８年１月閣議決定）において、科学技

術イノベーションの基盤的な力の強化に向け、我が国全体の共同利用・共同研究体制の構

築に貢献する大型プロジェクトについて戦略的・計画的な推進を図ることの必要性が示さ

れたことや、「基礎科学力の強化に向けて－「三つの危機」を乗り越え、科学を文化に－」

（平成２９年４月文部科学省基礎科学力の強化に関するタスクフォース）において、魅力

ある研究環境の構築に向け、大型プロジェクトの推進により、最先端の技術や知識を結集

して人類未踏の研究課題に挑み、世界の学術研究を先導する画期的な成果の創出を図るこ

との必要性が示されたことなどからも明らかである。 

 

一方、多額の経費を要する大型プロジェクトは、研究者コミュニティにおける科学的目

標と周到な準備に基づく計画、国としての学術政策とを十分にマッチさせた上で進めるこ

とが、特に重要である。 

 

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会（以下、「作業部会」）においては、この

ような視点に基づき、日本学術会議が策定した「マスタープラン２０１７」（平成２９年２

月）を踏まえつつ、大型プロジェクト推進に当たって優先度を明らかにする観点から、大

型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ」※を策定したところである。 

 

国においては、ロードマップ等に基づき、大型プロジェクトの推進を図ってきたところ

であり、今後とも、所要予算の確保に向けた最大限の努力を期待するものである。同時に、

研究者コミュニティにおいては、本ロードマップに示した評価結果や課題の整理、過去の

ロードマップに係るフォローアップ結果等が、個々の大型プロジェクトはもとより、学術

研究の推進に向けた活発な議論、情報発信等に資するよう願うものである。 

 

――――― 

 

※ 作業部会においては、これまでにも３つのロードマップを策定、公表してきた。平成２２年１０月、日本学術会

議が策定した「マスタープラン」（平成２２年３月）を踏まえ、「ロードマップ」を策定、公表した。平成２４年５

月、日本学術会議がマスタープランを小改訂（平成２３年９月）したことを踏まえ、「ロードマップ２０１２」を

策定、公表した。さらに、平成２６年８月、日本学術会議が策定した「マスタープラン２０１４」（平成２６年２

月）を踏まえ、「ロードマップ２０１４」を策定、公表した。 
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１．学術研究の大型プロジェクトについて 

 

（１）大型プロジェクト推進の意義 

 

○ 上述の第５期科学技術基本計画等においては、国際的な研究ネットワーク構築の遅

れや、若手研究者が能力を十分に発揮できる環境整備の遅れなどから、我が国の科学

技術イノベーションの基盤的な力が弱まってきている点が指摘されている。また、こ

うした諸課題に対しては、知の基盤の強化が求められるところであり、大型プロジェ

クトの推進は、世界に開かれた魅力ある研究環境を構築する役割が期待されている。 

 

○ このような中、我が国においては、「Ｂファクトリー加速器の高度化による新しい

物理法則の探求」、「大型光学赤外線望遠鏡『すばる』の共同利用研究」、「『スーパー

カミオカンデ』によるニュートリノ研究の推進」、「超高性能プラズマの定常運転の実

証」などの大型プロジェクトが推進されている。こうしたプロジェクトは、最先端の

技術や知識を結集して人類未踏の研究課題に挑み、当該分野を飛躍的に発展させ、世

界の学術研究を先導する画期的な成果を挙げているとともに、大学を中心とする広い

研究者コミュニティに最先端の研究の場を広げ、我が国の学術研究の発展に決定的と

も言える役割を果たしてきた。 

また、Ｂファクトリー実験によってＣＰ対称性の破れを説明する小林・益川理論を

検証したことや、スーパーカミオカンデにおいてニュートリノが質量を持つことの証

拠であるニュートリノ振動を発見したことが、それぞれノーベル物理学賞受賞に結び

ついている。このように、我が国の学術研究を世界にアピールし、世界の優れた研究

者を惹き付けるとともに、次代を担う子どもたちをはじめ国民の科学に対する関心を

高め、夢や希望、自信を与え、研究を通して当該分野の人材育成に貢献するという意

味でも、大型プロジェクトの推進は我が国にとって極めて重要な意義を有している。 

 

○ 組織の枠を超えて研究者の知を結集し、我が国の学術研究の発展に貢献する効果的

なシステムである共同利用・共同研究体制の強化を図る上でも、大型プロジェクトの

推進は極めて有効な取組みである。その意味でも、ロードマップを策定したことによ

り、従来、大型施設の建設に重点があった大型プロジェクトの概念に、データベース

型やネットワーク型の大規模研究が加わり、広く学術分野をカバーする方向に進んだ

ことは重要な進展である。 

 

○ 他方、大型プロジェクトには多額の投資を要するため、近年の厳しい財政状況の下

では円滑な推進が困難になっている。これは世界の先進諸国でも同様であり、国際的

な協調によって、人類史的な意義を持つ大型プロジェクトを進めていく方向が強まっ

ている。こうした中にあって、我が国が強みを有する基礎科学の諸分野においても、

国際競争とともに、国際協調を十分に視野に入れながら、このような大型プロジェク

トを進めることは、我が国の持続的発展と世界への貢献の観点から不可欠であると言
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える。このため、今後、広く社会・国民の支持を得ながら、大型プロジェクトに一定

の資源を安定的・継続的に投入していくことを、国の学術政策の基本として明確に位

置づけることが必要である。 

 

（２）大型プロジェクト推進の基本的な考え方 

 

①大型プロジェクトの基本的性格 

 

○ 大型プロジェクトについては、これまで概ね、下記のような基本的性格を持つもの

として捉え、学術政策上の重要課題として推進してきたところであり、今後とも、こ

の考え方を維持していく必要がある。 

・ 人類の発展に貢献する真理の探究を目指すことを目的として、研究者の知的好奇

心・探求心に基づく主体的な検討と研究者コミュニティの合意形成により周到に構

想・準備されているプロジェクトであること。 

・ 最先端の技術や知識を集約して人類未踏の研究課題に挑み、世界の学術研究を先

導する画期的な成果を期するプロジェクトであること。 

・ 大学等における研究・教育を広い立場で支え学術基盤を強化するとともに、国民

の科学への関心を高め、国際的な競争と協調の中で我が国がリーダーシップを発揮

し世界に貢献しうるプロジェクトであること。 

・ 複数の研究施設が有機的にネットワークを形成して、多数の研究者が明確な推進

体制のもとに参加し、全体として大きなテーマに挑戦する全国規模のプロジェクト

であること。 

 

○ 本ロードマップで取扱う大型プロジェクトは、日本学術会議のマスタープラン２０

１７を踏まえ、学術大型研究計画〔長期（５～１０年あるいはそれ以上）の実施期間、

及び総額数十億円を超える予算規模を有し、学術のビジョンや体系に立脚した大型施

設計画もしくは大規模研究計画〕のうち、区分Ⅰ〔新規応募計画及びマスタープラン

２０１４区分Ⅰ掲載計画〕において、「重点大型研究計画」とされたものを基本とし

つつ、重点大型研究計画のヒアリング対象計画も選定対象として扱うこととしている。

なお、今後の対象計画の範囲等については、大型プロジェクトの基本的性格を踏まえ

つつ、状況に応じて適宜検討を加えていくことが望まれる。 

 

②大型プロジェクトの実施主体 

 

○ 大型プロジェクトについては、今後も我が国の学術研究全体の基盤の強化に資する

ため、共同利用・共同研究体制により推進されることが適当であり、こうした観点か

ら、実施主体については、大学共同利用機関や共同利用・共同研究拠点などが中心に

なるものと考えられる。また、これら機関等においては、各分野の研究者コミュニテ

ィの合意形成に向けたコーディネート機能を担うなど、大型プロジェクトの推進に関
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して広範かつ積極的に支持するとともに責任を果たすことが求められる。 

 

○ 一方で、例えば国立研究開発法人等を実施主体としてトップダウン型の意思決定に

より行われる大型プロジェクトの中にも、当該プロジェクトの学術的な性格や期待さ

れる成果などを考慮すると、多数の研究者の積極的な参画がなければ円滑な推進が難

しいものもある。従って、このようなプロジェクトについても、研究者コミュニティ

のボトムアップ的な意思を整理し、大型プロジェクトとして位置付けることが望まし

い。 

 

○ なお、本ロードマップにおいては、我が国の学術研究に資する優れた大型プロジェ

クトを整理した上で、様々な段階で広範な協力や協調が得られるよう、作業部会にお

ける検討も参考として、科学技術・学術審議会の他の分科会等における積極的な検討

が期待される。 

 

（３）「ロードマップ」について 

 

①ロードマップの策定意義 

 

○ 大型プロジェクトは、長期間にわたって多額の経費を措置する必要があるが、国内

外の学術研究の全体状況はもとより、学術研究に対する公財政支出の状況や今後の見

通しなどにも留意しつつ、社会や国民の幅広い支持を得ながら、長期的な展望をもっ

て戦略的・計画的に推進していくことが必要である。このことを踏まえ、作業部会に

おいてロードマップを策定し、公表している。 

 

○ 本ロードマップのベースとなる日本学術会議のマスタープラン２０１７は、その策

定において学術的判断を中心に置き、「各学術分野が必要とする大型研究計画を網羅

するとともに、我が国の大型研究計画のあり方について、一定の指針を与えることを

目的としたものであり、資源配分機関の予算配分等に直接関与するものではない。」

としている。一方、作業部会のロードマップは、予算措置を保証するものではないが、

関連施策を推進する上で十分考慮すべき資料として、大型プロジェクト推進に当たっ

ての優先度を明らかにする観点から、マスタープラン２０１７の学術大型研究計画の

うち、特に一定の優先度が認められたものについて、作業部会としての評価結果と主

な優れた点や課題・留意点を整理したものである。 

 

○ なお、ロードマップが果たす役割として、次のことが考えられる。 

・ ロードマップにより、周到な科学的評価に基づき、戦略的・計画的な政策決定を

行うことが可能となる。 

・ 社会や国民の支持を獲得しつつプロジェクトを推進することが可能となる。 

・ 国際的な競争や協力に迅速かつ適切に対応することが可能となる。 
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・ 研究者コミュニティが、将来目標やその達成のための必要条件を広い視野を持っ

て主体的に検討する契機となり得る。 

・ 異なる研究者コミュニティ同士の相互作用を促進し、複雑な科学的挑戦に対する

分野横断的な取組みを促進する役割を果たし得る。 

・ 研究者コミュニティの意見があらかじめロードマップという形で整理される。 

以上により、 

１）トップダウン型の意志決定によるプロジェクトにおいても、様々な形でボトム

アップ型の利点を取り入れていくことが容易になる。 

２）補正予算等により、大型プロジェクトへの新たな支援スキームができた場合に

も、研究者コミュニティとして迅速かつ効果的に活用できる。 

３）研究開発に関連する文部科学省以外の政府機関にとっても、各分野の動向や具

体的要請を把握することが容易となる。 

４）学術分野によっては、研究の大型化により、国際協力が不可欠な状況にあると

ころ、ロードマップは我が国における大型プロジェクト推進の考え方を示すもの

として、国際協力の促進に資するものである。 

 

○ 欧米においては、欧州の「ヨーロッパ研究基盤戦略フォーラム（ＥＳＦＲＩ）」、英

国の「研究会議（Research Council）」、米国の「エネルギー省（ＤＯＥ）」によるも

のなど大型プロジェクトの推進計画（ロードマップ）が策定・推進されている。大型

プロジェクトにおいては、これらのロードマップを活用し海外の研究機関や研究者と

の役割分担の明確化や協力・連携体制の構築が進められてきているところではあるが、

今後は更に、本ロードマップ等を活用しつつ、これまで以上に国際協力と国際協調を

意識して大型プロジェクトを推進していくことが求められる。 

 

②ロードマップ策定の効果－フォローアップ－ 

 

○ 新たなロードマップ策定の審議に当たり、これまでのロードマップに位置づけられ

た計画の進捗状況を確認することが重要であることから、過去のロードマップに掲載

された６１計画のフォローアップ調査を行った。以下はそのまとめである（調査結果

の概要は参考資料を参照）。 

・ ６１計画のうち、財源確保がなされたものが１６計画（うち全体着手：７計画、

一部着手：９計画）、財源確保がなされていないものが１９計画、その他（計画の

練直し、計画の断念 等）が２６計画であった。なお、計画全体の着手にいたって

いない５４計画のうち、マスタープラン２０１７に再応募したものが、３５計画を

数えた。 

・ また、直近のロードマップ２０１４に掲載の１１計画について、「緊急性」、「戦

略性」、「社会や国民の理解」の３つの観点の総合で「ａ」評価とされた７計画のう

ち、３計画が国立大学法人運営費交付金等によって財源確保されたことから、ロー

ドマップ策定時の評価が、予算化に重要な役割を果たしていると考えられる。 
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・ 特に、大型プロジェクトについて、ロードマップ等に基づく戦略的・計画的な推

進を図る「大規模学術フロンティア促進事業」において、平成２７年度から新たに

「新しいステージに向けた学術情報ネットワーク（ＳＩＮＥＴ）」が推進されてい

る。 

 

○ 以上のように、ロードマップに記載されたプロジェクトの具体化は着実に進んでい

るといえる。今後の更なる展開を期待しつつ、今回の調査によってその進捗が確認さ

れた計画を対象に、引き続き状況把握のため定期的なフォローアップを行うことが必

要である。 

 

○ 今後とも研究者コミュニティにおいて大型プロジェクトの推進や立案について活

発な議論がなされること、またそうした議論を通じて、新たな学問領域の創成や異な

る分野への波及効果も含めた先進的で幅広い学術研究の推進に資することを期待し

たい。 

 

（４）学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性 

 

○ 平成２９年３月、作業部会は、これまでの大型プロジェクトの推進状況を踏まえ、

その実施及び評価の仕組みについて、更なる改善を図るための方向性を、「学術研究

の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性」（以下、「改善の方向性」）として取

りまとめた。改善の方向性は、「（１）ロードマップ策定について」及び「（２）大規

模学術フロンティア促進事業のマネジメントについて」の２項について、以下のこと

を主として整理している。 

 

①ロードマップ策定について 

・ ロードマップ選定の対象計画について、マスタープランの重点大型研究計画を基

本としつつ、そのヒアリング対象計画も選定対象に追加。 

・ 評価の観点について、「計画の実施主体」及び「計画の妥当性」に関する内容を

詳細化。 

・ 評価の手順について、書面審査の追加、ヒアリング審査の対象件数に係る目安の

追加、マスタープランの重点大型研究計画もヒアリング審査の対象外とする可能性

の追加。 

 

②大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについて 

・ 大型プロジェクトの本事業による支援期間は、係る年次計画の最終年度までとす

ることを明確化。（後継計画がある場合にも、別途、ロードマップに掲載され、か

つ本事業に係る事前評価を受ける旨要件化。） 

・ 年次計画の期間について、大型施設計画は、原則１０年間としつつ、施設整備後

の運用年数も勘案した初期運用期間を加えられる旨追加。 
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・ 事前評価について、評価の観点を詳細化。 

・ 進捗評価について、現地視察・ヒアリングの実施を追加、評価を実施すべき時期

の具体例を追加。 

・ 期末評価について、その趣旨を明確化（社会・国民への説明責任を果たすこと）、

実施方法の明確化。 

 

○ また、改善の方向性の取りまとめに当たっては、平成２９年２月に公開の意見募集

（パブリック・コメント）を実施し、本取りまとめ及び今後の作業部会における検討

の参考としている。 

（改善の方向性の詳細及びパブリック・コメントの概要は参考資料を参照。） 

 

２．ロードマップの策定 

 

（１）日本学術会議マスタープラン２０１７ 

 

○ 日本学術会議は、平成２９年２月、「学術全般を展望し、かつ体系化しつつ、各学

術分野が必要とする２４分野（２分野以上にかかわる融合領域を含む）１８２計画」

からなるマスタープラン２０１７を策定した。マスタープラン２０１７においては、

科学者コミュニティの関与を重視して各分野委員会等から提案を公募する方式を採

用するとともに、提案計画の中から、特に速やかに実施すべき重点大型研究計画を策

定した。 

 

○ マスタープラン２０１７は、新規の学術大型研究計画１６６計画（区分Ⅰ）、現在

実施中の学術大型研究計画１６計画（区分Ⅱ）からなる。このうち、区分Ⅰには、上

記の重点大型研究計画２８計画が含まれている。 

 

（２）作業部会における審議 

 

①ロードマップ策定の方針 

 

○ 今回、作業部会においては、日本学術会議で新たにマスタープラン２０１７が策定

されたことを受け、新たなロードマップの策定について審議を行い、マスタープラン

２０１７の区分Ⅰに記載された１６６計画のうち、重点大型研究計画と重点大型研究

計画のヒアリング対象計画を選定対象として、書面審査とヒアリング審査を行い、一

定程度以上の評価を得たものについて本ロードマップに位置付けることとした。 

 

②各研究計画の審議 

 

○ 上記の方針に基づき、作業部会では、最初に、マスタープラン２０１７のうち、重
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点大型研究計画を基本としつつ、重点大型研究計画のヒアリング対象計画６５件を選

定対象（うち２件はロードマップへの掲載を辞退）とし、ロードマップへの掲載を希

望する計画に対し、書面審査及び審議を実施し、重点大型研究計画から１９件、重点

大型研究計画外から１件の計２０件を、ヒアリング審査の対象に決定した。 

 

○ ヒアリング審査は、作業部会に２０計画の提案者に参加を求め、３日間にわたり行

い、その後、作業部会による審議を行った。 

 

○ 主な検討の経緯は、以下のとおりである。 

・ 評価の観点は、改善の方向性を踏まえたものである。 

すなわち、 

１）計画を推進する上で満たすべき基本的要件である観点として、①研究者コミュ

ニティの合意、②計画の実施主体、③共同利用体制、④計画の妥当性 

２）計画推進に当たっての優先度を明らかにする観点として、⑤緊急性、⑥戦略性、

⑦社会や国民からの支持 

の両面から評価を行った。 

・ 上記の各評価項目について、各委員が個々の研究計画ごとに審査書類又はヒアリ

ングを踏まえて３段階で評価を行うとともに、優れた点や課題などを整理した。 

・ ただし、当該計画の利害関係者である委員、及び直接利害関係者ではないがそれ

に近い立場であると自ら表明した委員は、書面審査又はヒアリング審査に際して評

価に係る意見表明は行わず、評価にも参加しなかった。 

・ 以上を踏まえ、２０計画について以下のとおり分類した。 

１）計画推進の上で満たすべき科学的視点を中心とする基本的要件と考えられる上

記①～④の観点における評価を総合して、「ａ」「ｂ」「ｃ」に分類 

２）計画推進に当たっての優先度を明らかにする上記⑤～⑦の観点における評価を

総合して、「ａ」「ｂ」「ｃ」に分類 

・ このうち、上記１）及び２）でそれぞれ一定以上の評価を得た計画の中から、計

画推進の責任体制、組織的意思の決定状況、予算及び人員計画の妥当性、研究又は

施設の準備状況、早期実施による国際的優位性など、改善の方向性においてより詳

細な確認が求められている事項を、従来にもまして厳格に振返りつつ、分野の特性

なども含めて総合的見地から慎重に検討の上、特に計画の着手、具体化に向けて緊

急性及び戦略性が高いと認められる７計画について厳選し、本ロードマップに記載

することを決定した。これら７計画が実現することを期待するものである。 

・ これらは、大型プロジェクトとしての基本的性格を有するとともに、実施主体、

設備等に関する基本的な設計、研究者コミュニティの合意形成が明確であり、建設

費等の検討が十分になされている点なども加味して本ロードマップに位置付けた。 

・ ２０計画全てについて、上記１）、２）の評価結果や、優れている点、課題・留

意点などを整理した。 

・ これらの評価結果等は、計画の提案者に対して通知した。（書面審査の時点にお
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いては、ヒアリング審査対象の可否や、優れている点、課題・留意点などを整理し、

通知した。） 

 

○ 日本学術会議のマスタープランは、今後も引き続き定期的改訂を行っていくとされ

ているが、本ロードマップもこれと適切に呼応しつつ、定期的な改訂を行い、研究者

コミュニティと学術行政の有機的で積極的な連携を図っていくこととする。 

 

３．大型プロジェクトの推進に向けて 

 

（１）社会や国民への積極的な情報発信等の取組み 

 

○ 広く社会・国民の支持を得ることは、限られた国の財源をもとに研究が推進される

以上、当然の義務である。まして、多額の投資を要する大型プロジェクトを着実に推

進していくためには、これまで以上に、社会や国民とともに考え進めていくことが重

要である。今後、各研究計画の実施主体において、社会や国民とプロジェクトの重要

性や魅力を共有し、大型プロジェクトを適正に推進していくため、情報発信等の積極

的かつ戦略的な取組みを期待したい。本ロードマップの策定に当たり、評価の観点「社

会や国民からの支持」において、各実施主体の取組みを積極的に評価したところであ

るが、今後は一層積極的に評価していくことが考えられる。 

 

（２）社会や国民とのコミュニケーションの強化 

 

①目標や内容の明確かつ分かりやすい発信 

 

○ 大型プロジェクトは、最先端の技術や知識を集約して人類未踏の研究課題に挑むも

のであり、高度な専門知識を要するプロジェクトであるが、広く国民の目線からも、

子供からお年寄りまでその実現に向けて夢を共有できるよう、計画の目標や内容を明

確かつ分かりやすく伝えていく必要がある。そのためにも、各大型プロジェクトは、

研究者向けはもちろん、社会・国民に向けても計画の進捗や成果を含めて常時わかり

やすく発信する魅力的なホームページを開設・運営することが必須である。 

 

○ その視点において、ロードマップの策定とその公表は、それ自体が我が国の最先端

の科学の大きな方向性を国民に公開し関心を持ってもらう上で重要な一歩であり、ロ

ードマップについても、更なる発信を進める必要がある。 

 

②大型プロジェクトと社会や国民との双方向コミュニケーション 

 

○ 基礎科学には、例えば以下のような性格がある。 

・ 基礎科学で新しい知見を得るためには非常に息の長い研究が必要であること。 
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・ 基礎科学への投資は、人類共通の「知」の基盤への国際貢献であるという意味合

いがあること。 

・ 基礎科学はそれ自体が直接応用を目指すものではないが、自然の新たな奥深い理

解を得ることによって、人類に新しい道を拓く大きな役割を果たしてきたこと。 

 

○ 大型プロジェクトの着実な推進のためには、上記の基礎科学の性格を明示しつつ、

プロジェクトの意義はもとより、基礎科学への投資を行うことの基本的な意義につい

て広く発信し、社会・国民と十分な議論を交わすこと、また研究者と社会の認識の共

有を高めていくことが重要である。大型プロジェクトの推進が科学における多様な人

材育成の機能を有することを踏まえ、その情報発信の有り様が、将来の人材育成につ

ながることも十分意識すべきである。大型プロジェクトは、最先端のテーマを扱うと

ともに、他分野の研究者を含む幅広い国民の興味・知的関心を刺激する可能性を有す

るため、近傍領域の研究者や教員、また学生等に向けた魅力ある情報発信を行い、関

連する幅広い研究者コミュニティを育成していくといった視点も重要である。 

 

○ このため、例えば、 

・ 研究者自身が、学校や市民講座におけるレクチャーなど様々な機会を通じて、プ

ロジェクトの内容や成果、科学の面白さについて分かりやすく発信する。 

・ インターネットなどを活用して、プロジェクトの進捗や成果に加えて、例えば施

設の建設段階の状況や成果に至らなかった場合の反省など、活動実態をきめ細かく

発信するとともに、国民や社会からの意見を十分に受け取るよう努める。 

・ プロジェクトの実施機関において、双方向コミュニケーションに関する専門的知

識を有する専任教員や科学コミュニケーター、事務職員の配置又は専門部署の整備

など、支援体制の充実を図る。 

・ 研究者等に対して、積極的にコミュニケーション活動を行うように促すとともに、

そうした活動が研究者個人の評価につながるよう配慮する。 

・ プロジェクト実施機関が実施する一般公開等の機会において、研究者に国民との

対話を行えるような場を提供する。 

・ メディアが必要とする情報等の効果的な提供体制を整えるなど、相互の信頼関係

の構築にも配慮しつつ、ジャーナリズムとの協同による魅力的な情報発信を行うと

いった取組みを進める。 

ことが考えられる。 

 

③パブリック・コメントの実施 

 

○  

⇒ パブリック・コメントの結果を踏まえて記載。 

（募集結果の概要は参考資料を参照。） 
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（３）大型プロジェクトの推進に向けて 

 

○ 大型プロジェクトの実施に当たっては、研究活動自体が適切に行われることが大前

提である。特に多額の経費や多くの人員を扱う大型プロジェクトでは、関連する研究

者個人、グループ、研究機関において高い研究倫理を醸成し、公正な研究活動を推進

するのはもとより、研究に当たっての安全の確保を十分に図ることなどは、社会や国

民に支えられたものである以上、当然のことである。 

 

○ 基礎科学で新しい知見を得るためには、非常に息の長い研究が必要であり、国はロ

ードマップ等を基本に、長期的視点に立ち、大型プロジェクトの着実な推進に向けて、

世界の学術研究を先導する優れた研究計画に対して、安定的・継続的な予算の確保に

最大限の努力をすることが期待される。 

 

○ 平成２４年度に「大規模学術フロンティア促進事業」が創設され、今後の大型プロ

ジェクトの推進は、ロードマップ等に基づくとの方針が明確に打ち出されている。も

とより、大型プロジェクトに関する予算は、同事業だけに限定されるものではなく、

例えば科学研究費助成事業や国立研究開発法人運営費交付金などの多様な財源によ

ることが期待され、国として様々な手法を駆使しながら、戦略的・計画的に大型プロ

ジェクトを推進していくことが求められる。 

 

○ また、大規模学術フロンティア促進事業により、ロードマップに則った新たな大型

プロジェクトを推進する際には、改善の方向性に基づき、国民や関係者の意見も十分

に反映しながら、作業部会等において、専門家による客観的かつ透明性の高い事前評

価を改めて行うことが必要である。 

 

○ その際、長期間にわたり実施する大型プロジェクトについては、改善の方向性に基

づき、適切な進捗評価とともに、大型プロジェクトとしての期限（原則１０年以内。

ただし、大型施設計画は、科学成果に係る評価のため、施設整備後の初期運用期間を

加味することも可。）を設定し、期限の到来を迎える段階で期末評価を行い、それに

基づいて以後のプロジェクトの位置付けを改めて明確にする必要がある。 

  特に、大規模学術フロンティア促進事業による支援期間は、各プロジェクトに係る

年次計画の最終年度までとし、後継計画がある場合にも、別途、ロードマップに掲載

された上、実施に当たって事前評価を受けることが必要である。 

 

○ 進行中の大型プロジェクトについても、プロジェクトごとに適切な時期を設定し、

プロジェクトの運営を含めて専門家による客観的かつ透明性の高い評価を実施し、適

切な助言を行うことが重要である。評価の結果、目標達成が見込めないプロジェクト

については、改善等の勧告や中止の方針を打出すなど、資源の「選択」や「集中」の

考え方を徹底することが必要である。 
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  また、こうした評価結果の厳格化に向けては、各評価に係る観点の更なる精緻化、

並びに作業部会委員による現地調査・ヒアリングの実施や、外部有識者によるアドバ

イザーとしての協力などによる評価手法の高度化を図ったところであり、特に研究現

場を訪ねることで、そこから感じ取る課題や若手をはじめとする研究者の意欲などに

触れ、より実態に即した評価につながることから、こうした取組を更に進める必要が

ある。 

 

○ なお、大型プロジェクトの推進に際しては、既存の施設・設備の活用や新たな技術

の導入による維持管理経費の節減などを図るとともに、プロジェクトの性格や内容に

よっては、費用分担も含めた国際協力の推進、産業界との連携を含めた第三者からの

支援など、実施機関においても、安定的・継続的なプロジェクトの推進に向けて更な

る自助努力を続けていく必要がある。 

 

（４）今後のロードマップの策定に向けて 

 

○ 国として大型プロジェクトを戦略的・計画的に推進していくためには、各分野の研

究者コミュニティにおける十分な議論を前提としつつ、すべての学術分野の大型プロ

ジェクトについて客観的な評価を行うことが不可欠である。このような観点から、既

に欧米において大型プロジェクトの推進計画（ロードマップ）が複数策定されている

が、我が国においても、日本学術会議が主体となって、２０１０年より学術の大型計

画マスタープランが策定され、それを受けてロードマップを策定することで、学術分

野においてこうした戦略的・計画的取組みが可能になった。この仕組みを今後も基本

的に維持しつつも、今回、改善の方向性を受けてマスタープランの重点大型研究計画

以外も選定対象に追加したように、更なる発展が肝要である。 

 

○ 作業部会は、自主・創発を基本とする学術研究の性格に基づき、広範な研究者コミ

ュニティの努力によって提案され学術面を中心に選定された日本学術会議のマスタ

ープランを踏まえて、推進に当たっての優先度を加味したロードマップを策定し、そ

の結果と様々な面からの努力により、大型プロジェクトの実現を目指すものである。

このスキームにおいて日本学術会議と科学技術・学術審議会との連携は有効に機能し

ており、過去のロードマップに掲載された計画のうち多くが、何らかの形で実施に移

されていることは、先に過去のロードマップに係るフォローアップ結果として述べた

とおりである。 

 

○ 具体的には作業部会は、計画を推進する上で満たすべき基本的要件である観点とし

て、①研究者コミュニティの合意、②計画の実施主体、③共同利用体制、④計画の妥

当性の４つに加えて、大型プロジェクト推進に当たっての優先度を明らかにする観点

として、⑤緊急性、⑥戦略性、⑦社会や国民からの支持の３つを設定し、過去のロー

ドマップと同様に本ロードマップ策定の審議を行った。その結果を日本学術会議及び
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広範な研究者コミュニティと共有しつつ、本ロードマップに掲載された計画のフォロ

ーアップの結果と、更に進んだ次期ロードマップの策定を視野に置いて、我が国の大

型プロジェクトの有効な推進を期したい。 

 

○ 今後も研究者コミュニティが、我が国の学術研究や科学技術の発展に真に必要とさ

れる優れた大型計画を検討立案し、それがマスタープランに反映されることで、政策

判断に有効に活かす仕組みが更に充実していくことが望まれる。 

 

○ さらに、これらを踏まえてマスタープランを策定する日本学術会議とロードマップ

を策定する科学技術・学術審議会、更に関係府省など、科学技術・学術関係者の間で、

大型プロジェクトの進め方やマスタープラン、ロードマップ等をめぐる情報交換や連

携が一層深く、広く進められ、立案・実行・評価・改善のサイクルが透明かつ効果的

に機能することを通じて、我が国における大型プロジェクトの重層的・戦略的な推進

が図られること、ひいては、世界に開かれた魅力ある研究環境が広がり、我が国の知

の基盤が強化されることを期待したい。 
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１．

２．

３．

・

・

・

・

【各観点における主な具体的視点】

①研究者コミュニティの合意
　・研究者コミュニティの合意形成の状況は明確か。
②計画の実施主体
　・実施主体における本計画の推進体制は明確になっているか。
　・多数の機関が参画する場合、責任体制と役割分担は明確になっているか。
③共同利用体制
　・共同利用・共同研究の実施体制が確立されているか。幅広い大学の研究者が参画できるか。
④計画の妥当性
　・計画の準備スケジュール・実施スケジュールが明確になっているか。
   実施可能なスケジュールとなっているか。
　・建設費及び運用費は妥当か。十分検討されているか。
　・予算計画、人員計画は妥当か。十分検討されているか。
　・計画の準備状況（予備研究・技術開発・体制整備）は着実になされているか。
　・建設終了後の運用計画が十分に検討されているか。
　・計画終了後のコミュニティへの波及効果、将来展望はどうか。

「評価」の考え方

⑤緊急性
　・早期に実施することの重要性と国際的競争・協力において、我が国が得られるメリットや優位性は何か。
　・実施の遅れにより危惧される我が国への影響はどのようなものか。
⑥戦略性
　・当該分野での世界トップレベルの成果をあげ、我が国の強みをさらに伸ばすこととなるか。
　・他分野への波及効果等はどうか。
　・国際貢献や国際的な頭脳循環につながるか。
　・将来的な我が国の成長・発展につながるか。
　・計画を実施しないことによる国の損失はどうか。
⑦社会や国民からの支持
　・社会や国民に計画の意義・必要性を説得力をもって説明することができるか。
　・長期間にわたり巨額の国費を投入することについて、社会や国民に支持していただけるか。
　・地域社会との信頼関係が構築されているか。

　計画の並び順は、マスタープラン２０１７に基づく。

【評価②】
　計画推進に当たっての優先度を明らかにする⑤～⑦の観点に基づく評価結果の合計割合（％）について点数化した上で、点数の高い方から
　上位1/4を「ａ」、中位1/2を「ｂ」、下位1/4を「ｃ」に分類。
　※　各評点の割合（％）に基づき点数化した結果が、各区分の基準となる点数に近い（±１０点以内）場合、分類「ａ、ｂ、ｃ」が適切なものとなっている
　　　か確認する。

【評価①】
　計画を推進する上で満たすべき基本的な要件である①～④の観点に基づく評価結果の合計割合（％）における△の割合に基づき、以下のとおり
「ａ」、「ｂ」、「ｃ」に分類。
　・２０％未満：「ａ」　　　・２０％以上、４０％未満：「ｂ」　　　・４０％以上：「ｃ」
　※　評価結果における◎の割合（％）が３０％以上の場合は、合議をした上で評価結果を一段階上位（「ｃ」→「ｂ」、「ｂ」→「ａ」）にできることとする。
　※　評価結果における△の割合（％）が、各区分の基準となる割合（※）に近い（±５％以内）場合、分類「ａ、ｂ、ｃ」が適切なものとなっているか確認する。

※分類について
「大型施設計画」とは、最先端の研究を切り開くことを目的とし、科学者コミュニティの合意の下に、大学共同利用機関等が主体となって大型施設
　及びそれに付随する装置や設備を建設・整備し運用する大型研究計画
「大規模研究計画」とは、分野の研究者が一致して認める重要課題について、長期間にわたって多くの研究者を組織し観測や研究を推進する、
　あるいは大規模なデータ収集組織やデータベースを構築し、その効果的利用を推進する等、大きな規模の計画的研究の展開によって新たな知を創造する大型研究計画

　日本学術会議のマスタープラン及び作業部会における評価結果等を踏まえ、以下の考え方により整理。

「分類※」、「計画名称」、「計画概要」、「実施主体」、「所要経費」、「計画期間」：マスタープラン２０１７より引用。

「計画期間」：■・・・建設・初期投資期間、■・・・運転・運用期間。

計画を推進する上で満たすべき基本的要件である観点として、「①研究者コミュニティの合意」、「②計画の実施主体」、「③共同利用体制」、「④計画の妥当性」、
計画推進に当たっての優先度を明らかにする観点として、「⑤緊急性」、「⑥戦略性」、「⑦社会や国民からの支持」を設定し、研究計画ごとに各観点について３段階
（◎、○、△）で評価し、以下の方針に基づき分類。その結果の妥当性について合議で最終的な評価を決定。

学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ」
別

表

-
 
1
4
-



H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

臨
床
医
学

大
規
模
研
究
計
画

ゲノム医
科学研究
拠点の形
成

「ゲノム医科学研
究拠点」を整備
し、大規模ゲノム
解析により、遺伝
性疾患、多因子疾
患、がんなど、多
くの疾患の発症機
構を解明し、疾患
の分子病態に介入
する革新的な治療
法の開発を推進す
る。

東京大学（ゲノム
医科学研究機
構）、国立遺伝学
研究所、国立成育
医療研究セン
ター、横浜市立大
学、国立国際医療
研究センター、国
立がん研究セン
ター

総額193
次世代シーケ
ンサー20、計
算機50、運営
費123

H28：大規模
ゲノム解析拠
点の整備
H29：大規模
ゲノム解析．
データベース
構築を開始
H30-H34：本
格運用 H28 H29 H34

b a

●多因子性疾患等に係るゲ
ノム要因を究明する計画で
あり、社会的意義が高い。
●実施主体においてゲノム
医科学研究機構を設置し、
３年間の実績を上げるな
ど、体制整備が進んでい
る。
●同様の研究が先行する海
外との関係において、先方
が持つ研究データへのアク
セス権利を確保するなど、
協調を図る上で、日本にお
ける体制整備が重要であ
る。

●オールジャパンによる共同利用体
制（ネットワーク）の構築に向けた
戦略や、全国の医療機関から持続的
に協力を得る仕組みを更に明確化す
る必要がある。
●巨額の研究経費の具体性が不明瞭
であるなど、大型研究計画として推
進するためには、更なる検討が必要
である。

●健康・医療戦略
（平成２６年７月
閣議決定）等を踏
まえ、ゲノム医療
を実現するための
取組を関係府省・
関係機関が連携し
て推進している。
本計画において
は、こうした国全
体の動きと整合性
をもって取組まれ
ることが望まれ
る。

物
理
学

大
型
施
設
計
画

高輝度大
型ハドロ
ン衝突型
加速器
（HL-
LHC）に
よる素粒
子実験

欧州合同原子核研
究機関の大型ハド
ロン衝突型加速器
LHCを2024年頃に
高輝度化（HL-
LHC）し、LHCより
も広い質量領域で
新粒子を探索す
る。また、ヒッグ
ス粒子などの詳細
測定から新物理の
兆候を探る。

LHC加速器に対す
る寄与は高エネル
ギー加速器研究機
構が中心となる。
ATLAS実験は国際
共同実験で、国内
組織は高エネル
ギー加速器研究機
構や東京大学など
17の研究機関から
なる。

総額104
加速器：ビー
ム分離用電磁
石33、建設分
担25
検出器：シリ
コン24、
ミューオント
リガー14、ト
リガー用計算
機など8

H28-H30：開
発および試作
品製造
H31-H35：建
設
H36-H37：検
出器搬入設置
調整
H38-H47：本
格運用

H28 H35 H36
a a

●日本の科学技術レベルの
発展とともに国際協力の促
進につながると期待でき
る。
●日本の分担機器に係る開
発研究は、若手研究者を中
心に進められており、計画
着手に向けた準備状況も良
好である。

●日本の参画が計画どおりとならな
かった場合（例えば、分担費用の確
保がかなわない場合）における代替
案（バックアッププラン）を検討す
る必要がある。
●実施主体の中心となる高エネル
ギー加速器研究機構が、将来プロ
ジェクトに係る優先順位として公表
している「KEK Project
Implementation Plan」（KEK- PIP）
において、本計画が２位に位置付け
られていることから、本計画の着手
に向けては、１位に位置付けられて
いる「大型先端検出器による核子崩
壊・ニュートリノ振動実験」にかか
わる研究者コミュニティとの調整を
行うことが必要である。

物
理
学

大
型
施
設
計
画

大型先端
検出器に
よる核子
崩壊・
ニュート
リノ振動
実験

スーパーカミオカ
ンデに代わる超大
型水チェレンコフ
検出器ハイパーカ
ミオカンデを建設
し、J-PARC加速器
ニュートリノと組
み合わせて世界最
先端のニュートリ
ノ研究を行う。ま
た最高感度での核
子崩壊探索を行
う。

東京大学宇宙線研
究所と高エネル
ギー加速器研究機
構素粒子原子核研
究所が中心となり
推進し、国内外の
大学・研究機関の
参加も予定。

総額1547（う
ち日本担当
分：1393）
ハイパーカミ
オカンデ：建
設費675
（551）、運
転経費400／
20年
J-PARC：運転
経費400／10
年
他、加速器増
強費等72
（42）

H30-H57：ハ
イパーカミオ
カンデ地質調
査及び建設、
運転
H38-H47：J-
PARC1.3MW大
強度運転

H30 H37 H38
a a

●日本の独創的発想にはじ
まり、これまで国際的にも
大きな実績をあげており、
日本のフラッグシップとし
て、世界に対する優位性を
維持、発展する重要な計画
である。
●実施主体内外から３００
人を超える研究者が参画す
る体制を構築するなど、計
画着手に向けた準備が進ん
でいる。

●本計画は規模・経費ともに壮大で
あるため、国際連携の更なる深化、
拡大を図り、多方面にわたる国際協
力体制の構築を検討する必要があ
る。
●実施主体における現行の大型研究
計画との関係を整理し、予算面、人
員面におけるより実行的かつ総合的
な計画を検討する必要がある。
（スーパーカミオカンデとの関係に
おいては、特に整理が望まれる。）

評
価
①

評
価
②

備考計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間 主な課題・留意点等
分
類

分
野

計画
名称

主な優れている点等

-
 
1
5
-



H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

評
価
①

評
価
②

備考計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間 主な課題・留意点等
分
類

分
野

計画
名称

主な優れている点等

物
理
学

大
型
施
設
計
画

次世代赤
外線天文
衛星
SPICA

宇宙が重元素と星
間塵により多様で
豊かな世界にな
り、生命が存在可
能な惑星世界がも
たらされた過程を
解明することを目
指す。日欧共同で
大口径の極低温冷
却望遠鏡を製作
し、前例のない高
感度の赤外線観測
を実現する。

国内：宇宙航空研
究開発機構
（JAXA）、大阪大
学、国立天文台、
東京大学、名古屋
大学、東北大学、
関西学院大学、京
都大学等
国外：欧州宇宙機
関（ESA）、遠赤
外線観測装置コン
ソーシアム（代
表: オランダ）

総額1000程度
日本担当分は
戦略的に実施
する中型計画
（300程度を
想定）規模
で、ESA担当
分はCosmic
Vision M-
class（550M
ユーロ）規模
で、精査中

H28-H34：設
計
H35-H39：製
作・試験
H39-H40：打
上げ
H40-
H42(44)：観
測運用 H28 H39 H40

a a

●赤外線望遠鏡計画として
諸外国からも注目される、
日本が主導してきた国際計
画であり、学術的意義が高
く、多くの成果が期待でき
る。
●国際的な分担金の負担な
ど、前回から計画が見直さ
れ、より現実的になってい
る。
●観測データの多様性あ
り、天文学をはじめとする
物理学全体の発展に寄与す
ると考えられる。

●大きな経費を欧州の機関が分担す
る計画になり、欧州側において採択
されることが期待される一方、欧州
側において採択されれば、日本も対
応する義務が生じることに留意が必
要である。
●計画に着手する際は、スケジュー
ルや人材資源などについて、相乗効
果も見込まれる他の大型望遠鏡計画
との関係を踏まえた対応が望まれ
る。

●本計画は国立研
究開発法人が実施
主体となるもので
あり、本ロード
マップを参考とし
て、科学技術・学
術審議会の関係会
議や、内閣府宇宙
政策委員会などに
おける更なる検討
が必要である。

物
理
学

大
規
模
研
究
計
画

LiteBIRD
－熱い
ビッグバ
ン以前の
宇宙を探
索する宇
宙マイク
ロ波背景
放射偏光
観測衛星

宇宙はどのように
始まったのだろ
う？熱いビッグバ
ン以前の宇宙を記
述する最も有力な
仮説がインフレー
ション宇宙理論で
ある。本計画では
宇宙背景放射の偏
光を全天で観測
し、この理論が予
言する原始重力波
を検出する。

国内：宇宙航空研
究開発機構
（JAXA）宇宙科学
研究所、東京大学
国際高等研究所カ
ブリ数物連携宇宙
研究機構、高エネ
ルギー加速器研究
機構素粒子原子核
研究所
海外：アメリカ航
空宇宙局
（NASA）、カリ
フォルニア大学

総額約300
（日本担当分
として）
ミッション部
（観測装置）
開発費約
100、衛星開
発費約125、
ロケット約
50、打ち上
げ・運用約25

H28-H30：準
備期間
H31-H37：設
計・製造・打
上げ
H38-H40：観
測
H41-H44：成
果発表 H28 H37 H38

a b

●宇宙論と素粒子論の融合
分野であり、国際的にも独
創性と学術的価値の高い計
画である。このため、多く
の研究者の参画や協力を得
た体制構築が図られてい
る。
●実験装置において、実施
主体と民間企業との共同研
究成果が活用されているこ
となどから、技術的な実現
性は確保されていると考え
られる。

●原始重力波を検出できるかどうか
が鍵だが、検出できなかった場合、
宇宙初期の解明にいかなる制限が付
されるのか検討する必要がある。

●本計画は国立研
究開発法人が実施
主体となるもので
あり、本ロード
マップを参考とし
て、科学技術・学
術審議会の関係会
議や、内閣府宇宙
政策委員会などに
おける更なる検討
が必要である。

化
学

大
型
施
設
計
画

アト秒
レーザー
科学研究
施設

軟X線アト秒ビー
ムラインを4本整
備し、アト秒分解
能での時間分解分
光装置、顕微鏡を
整備する。更に、
レーザープラズマ
加速とアト秒レー
ザー技術を融合し
て、次世代アト秒
光源技術の開発を
行う。

東京大学を中核機
関とし、理化学研
究所をはじめとす
る日本全国の大
学、研究機関、民
間企業の研究者が
参加。実行組織と
して「設備整備委
員会」、「利用推
進委員会」、「解
析支援委員会」を
設置。

総額96
中核施設「ア
ト秒レーザー
科学研究施
設」整備費
74、計測装置
設備費 14、
運営費8

H29-H30：建
設期間
H31-H34：部
分運用
H35-H38：本
格運用

H29 H31 H34 H38
a a

●物質・生命科学、電子工
学、創薬・医療など、幅広
い分野への応用や、次世代
顕微鏡への展開など、レー
ザー研究の新たな領域の開
拓が期待される。
●国際的にも高い実績と優
位性を有する実施主体であ
り、実現可能性は高いと考
えられる。

●実施主体を中心に最先端技術の研
究開発を進め、専門家の育成やコ
ミュニティの拡大を図りつつ、共同
利用体制を構築していく必要があ
る。
●学術分野のみならず技術開発と産
業振興の観点からも計画を検討し、
産学連携の仕組みを明確化する必要
がある。

2
分
野
以
上
に
関
わ
る
融
合
領
域

大
型
施
設
計
画

新しい時
代の科学
技術立国
を支える
放射光科
学の高輝
度光源計
画

物質・生命科学の
更なる発展を目指
し、低コスト建
設、省エネルギー
運転を設計基本思
想に取り入れた低
エミッタンス運転
と挿入光源を基本
とした3GeVクラス
高輝度放射光施設
の早急な建設・運
転開始を行う。

理化学研究所、高
エネルギー加速器
研究機構が中心と
なった全日本の協
力体制で施設建
設・運営を行う。
上記組織に学術
界、産業界から志
願した組織を加え
た組織でビームラ
イン建設を実施す
る。

総額300
中型放射光施
設建設250、
ビームライン
施設整備30、
運営費20（
※土地取得経
費は含まず）

H28：デザイ
ンコンセプト
の決定
H29-H32：放
射光施設・
ビームライン
建設
H33：供用試
験開始 H28 H32 H33

a a

●世界的に整備が進む一
方、日本においては既存施
設間の谷間となる高輝度光
源を整備する計画であり、
化学、生命科学、物理学、
物質科学など、幅広い分野
による利用が期待される。
●産業上の技術開発におい
ても重要であり、産学官の
共同事業として進められる
計画になっている。

●施設の建設候補地、安定的な運用
を図るための産業界の協力、幅広い
利用者ニーズの把握など、計画の着
手に向けては更に検討を進める必要
がある。
●既存の放射光施設との関係（役割
分担）を整理の上、総合的な研究計
画を検討する必要がある。

●本計画は国立研
究開発法人量子科
学技術研究開発機
構が実施主体とな
る予定であり、本
ロードマップを参
考として、科学技
術・学術審議会の
関係会議における
更なる検討が必要
である。

-
 
1
6
-
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参 考 資 料 
 

 

 

○ 学術研究の大型プロジェクトに関する基本構想 

ロードマップの策定－ロードマップ２０１７－【概要】・・・・・・・・ 

 

 

○ 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の設置について・・・・・ 

 

 

○ 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会  

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 委員名簿・・・・・・・ 

 

 

○ 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会  

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の審議経過・・・・・・・ 

 

 

○ 過去のロードマップに掲載された研究計画の 

フォローアップ調査結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

○ 「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想 

ロードマップの策定（案）」に関する意見募集の結果について・・・・・ 

 

 

○ 学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性・・・・・・・・ 

 

 

○ 「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」 

に関する意見募集の結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【意見募集後に作成】 

【意見募集後に作成】 
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第９期 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の設置について

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ８ 日

科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会

学術分科会研究環境基盤部会

１．趣旨

学術研究の大型プロジェクトに関して、我が国における独創的・先端的な

学術研究の総合的な推進を図る上で、中長期的な視点も含めて計画的な推進

、 、を図るための方策に関して 専門的見地から調査審議を行う必要があるため

研究環境基盤部会の下に「学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会」

を設置する。

２．調査事項

①学術研究の大型プロジェクトの推進のための方策に関すること

②その他

３．庶務

作業部会の庶務は、関係課室の協力の下、研究振興局学術機関課において

処理する。
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第８期 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の設置について 

 

 

平成 ２７年 ３月 ３０日 

科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 

学術分科会研究環境基盤部会 

 

 

１．趣旨 

学術研究の大型プロジェクトに関して、中長期的な視点も含めて計画的な推

進を図るための方策について、専門的見地から検討を行うため、研究環境基盤

部会の下に「学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会」を設置する。 

 

２．検討事項 

①学術研究の大型プロジェクトの推進のための方策 

②その他関連する事項  

 

３．庶務 

 作業部会の庶務は、関係課室の協力のもと、研究振興局学術機関課において

処理する。 
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第９期 

科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 

委員名簿 

 

（◎：主査、○：主査代理） 

（委  員） 

栗 原 和 枝    東北大学未来科学技術共同研究センター教授 

 

（臨時委員） 

伊 藤 早 苗   九州大学理事・副学長 

井 本 敬 二   自然科学研究機構理事・副機構長、生理学研究所長 

大 島 ま り   東京大学大学院情報学環教授 

○ 川 合 知 二   大阪大学産業科学研究所特任教授 

◎ 小 林 良 彰   慶應義塾大学法学部教授 

鈴 木 洋一郎   東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構特任教授 

原 田 慶 恵   大阪大学蛋白質研究所教授 

横 山 広 美   東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構教授 

 

（専門委員） 

田 村 裕 和   東北大学大学院理学研究科教授 

新 野   宏   東京大学大気海洋研究所教授 

松 岡 彩 子    国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授 

観 山 正 見   広島大学特任教授 

安 浦 寛 人   九州大学理事・副学長 
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第８期 

科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会 

委員名簿 

 

（◎：主査、○：主査代理） 

 

（委  員） 

西 尾 章治郎   大阪大学大学院情報科学研究科教授、 

   大阪大学サイバーメディアセンター長 

 

（臨時委員） 

伊 藤 早 苗   九州大学応用力学研究所教授 

井 本 敬 二   自然科学研究機構生理学研究所長 

大 島 ま り   東京大学大学院情報学環教授、東京大学生産技術研究所教授 

◎ 海 部 宣 男   自然科学研究機構国立天文台名誉教授 

○ 川 合 知 二   大阪大学産業科学研究所特任教授 

小 林 良 彰   慶應義塾大学法学部教授 

瀧 澤 美奈子   科学ジャーナリスト 

横 山 広 美   東京大学大学院理学系研究科准教授 

 

（専門委員） 

鈴 木 洋一郎   東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構特任教授 

永 宮 正 治   理化学研究所研究顧問、高エネルギー加速器研究機構名誉教授 

新 野   宏   東京大学大気海洋研究所教授 

松 岡 彩 子   宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授 

山 中 佳 子   名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

 

※役職名は第８期委員就任当時 
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科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の審議経過 

 

 

 第８期第７３回研究環境基盤部会（平成２７年３月３０日開催）において、同部会の下に

「学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会」の設置を決定。 

結城部会長より、海部主査をはじめ１４名の委員を指名。海部主査より、主査代理として川

合委員を指名。 

第９期第８７回研究環境基盤部会（平成２９年３月２８日開催）において、同部会の下に

「学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会」の設置を決定。 

稲永部会長より、小林主査をはじめ１４名の委員を指名。小林主査より、主査代理として

川合委員を指名。 

これまでの経過と主な審議内容は以下のとおり。 

 

【第８期】 

第５６回：平成２８年 ９月２１日（水） 

○学術研究の大型プロジェクトの在り方について審議 

 

第５８回：平成２８年１１月１７日（木） 

○学術研究の大型プロジェクトの在り方について審議 

○ロードマップ策定の進め方について審議 

 

第６０回：平成２８年１２月２０日（火） 

○学術研究の大型プロジェクトの在り方について審議 

○ロードマップ策定の進め方について審議 

 

第６１回：平成２９年 １月１７日（火） 

○学術研究の大型プロジェクトの在り方について審議 

 

〔平成２９年２月６日（月）～２月２０日（月）〕 

 ○「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」に関する意見募集 
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【第９期】 

第６２回：平成２９年 ３月３０日（木） 

○ロードマップ２０１７策定方針について審議 

 

〔平成２９年４月１７日（月）～５月１０日（水）〕 

 ○ロードマップ２０１７策定に係る書面審査 

 

第６３回：平成２９年 ５月１６日（火） 

○ロードマップ２０１７策定方針について審議 

 

第６４回：平成２９年 ６月１４日（水） 

○ロードマップ２０１７の策定に係るヒアリング審査（７計画） 

 

第６５回：平成２９年 ６月１５日（木） 

○ロードマップ２０１７の策定に係るヒアリング審査（７計画） 

 

第６６回：平成２９年 ６月２２日（木） 

○ロードマップ２０１７の策定に係るヒアリング審査（６計画） 

 

第６７回：平成２９年 ７月１２日（水） 

○ロードマップ２０１７の策定について審議 

 

〔平成２９年７月１８日（火）～７月２５日（火）〕 

 ○「ロードマップ２０１７（案）」に関する意見募集 

 

第６８回：平成  年  月  日（ ） 

○ロードマップ２０１７の策定について審議 
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　過去のロードマップに掲載されている計画の計画担当者等に現在の進捗状況を照会。

　１．平成２８年１０月末時点での進捗状況（予算措置の状況について）

　　①当該計画に対する年度ごとの予算措置がなされ、計画全体に着手又は着手予定

　　②当該計画に対する年度ごとの一部予算措置がなされ、計画の一部に着手又は着手予定

　　③当該計画に対する予算措置はなく未着手

　　④その他

　２．予算措置された事業の名称、支援主体、予算額、具体的な取組等

　３．マスタープラン２０１７への応募の状況

過去のロードマップに掲載された計画の進捗状況調査の集計結果

一部
着手

未着手
終了
or不明

計画数 61 7 9 19 4 9 13

％ 100% 11% 15% 31% 7% 15% 21%

大型
施設

区分Ⅰ 重点 区分Ⅱ

9 2 2 1 4

19 19 19 7 0

26 9 9 8 1

54 30 30 16 5

④その他
全計画

①
全体
着手

②
一部
着手

③
未着手

②～④のうち、
マスタープラン2017に応募した計画

情報学 1 0

④その他

計

過去のロードマップに掲載された計画のうち、着手（一部着手を含む）された計画について、分野別の集
計を行った。

着手された
計画数

マスタープラン2017への応募状況

区分Ⅰ

計画数
マスタープラン2017応募状況

②一部着手

③未着手

未応募

エネルギー・環境・地球科学

2 0 0 2

2 0 0

0

分野

人文・社会科学

重点 区分Ⅱ

1

1 1 0 0

1 2

1

16 2 1 9 5

6

過去のロードマップに掲載された研究計画の
フォローアップ調査結果について

0

0 2

計

0 0

生命科学

物質・分析科学

物理科学・工学

4 1

0 0 1

5

①

全体着手

１１％

②

一部着手

１５％

③

未着手

３１％

④

その他

（一部着手）

７％

④

その他

（未着手）

１５％

④

その他

（終了or不明）

２１％
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①フォローアップ調査の結果、「着手」していると回答のあった研究計画

※「分野」、「計画名称」、「計画概要」、「中心機関と連携機関」、「所要経費（億円）」、「計画期間」は最初のマスタープラン掲載当時の整理に基づく

※平成２８年１０月末時点での進捗状況（予算措置の状況について）

内容
マスタープラン
2017計画名称

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
4
【
参
考
】

大
型
施
設

重
点
ヒ
ア

重
点

区
分
Ⅱ

人
文
・
社
会
科
学

日本語の歴史的
典籍のデータ
ベースの構築

国文学研究資料館が中心となって、国内外の
大学等と連携し、日本語の歴史的典籍約３０
万点を画像化し既存の書誌データベースと統
合させた、歴史的典籍の学術研究に関する我
が国で最大唯一のものとなる日本語の歴史的
典籍データベースを作成し、その画像を用い
た共同研究ネットワークを構築する。

国文学研究資料館、２０拠点大学（東京大学、京都
大学等）、国外の大学・研究機関（コレージュ・
ド・フランス日本学高等研究所、ブリティッシュ・
コロンビア大学等）

88（準備経費を含む） H25-H35
（H25は準備期間）

大規模学術フロンティア促進事業

○ ○ × ○ × － － ○

物
理
科
学
・
工
学

Ｂファクトリー
加速器の高度化
による新しい物
理法則の探求

KEKBのビーム衝突性能を40倍増強することに
よって、宇宙初期に起こったはずの極めてま
れな現象を再現し、そこに現れる未知の粒子
や力の性質を明らかにする。それによって、
新しい物理法則の全容解明を図り、宇宙から
反物質が消えた謎に迫る。

【中心機関】
高エネルギー加速器研究機構
【連携機関】
東京大学、名古屋大学、東北大学　等

建設費総額：350
年間運用経費：70

H26-
：加速器運転開始
H27-
：測定器運転開始
H34ごろまでに目安とな
50/abのデータ取得達成

大規模学術フロンティア促進事業 KEK Super B-
Factory　計画

○ × × ○ × － － ○

物
理
科
学
・
工
学

Ｊ－ＰＡＲＣ加
速器の高度化に
よる物質の起源
の解明

ニュートリノ振動現象の研究における最重要
課題の一つである“レプトンセクターにおけ
るCP対称性の破れ”の探索を開始することを
目標とし、J-PARC主リング加速器を大強度化
する。

【中心機関】
高エネルギー加速器研究機構
【連携機関】
東京大学宇宙線研究所、東京大学・京都大学・神戸
大学・大阪市立大学・宮城教育大学など国内の研究
機関と海外10カ国の研究機関、合わせて56機関

主リング電源およびニュートリノ施設
大強度対応：67
運営維持、性能向上費：1/年x5年、
電気代増加分2/年

H27-H33
：大強度化および運転

大規模学術フロンティア促進事業 Ｊ－ＰＡＲＣ主
リング大強度化
によるニュート
リノ研究の新た
な展開 ○ ○ × ○ × － － ○

物
理
科
学
・
工
学

大型低温重力波
望遠鏡（LCGT）
計画

人類がいまだ観測したことがない重力波を捉
える超高感度レーザー干渉計を建設し、世界
初検出を目指す。７億光年先まで観測可能な
感度を実現するために、世界で初めて冷却し
た鏡を用い、地下設置とする。

【中心機関】
東京大学宇宙線研究所
【連携機関】
国立天文台、高エネルギー加速器研究機構、東京大
学理学系研究科、東京大学新領域研究科、電気通信
大レーザーセンター、産業総合研究所、東京大学地
震研究所、大阪市立大学理学研究科、京都大学理学
研究科

建設費：155
運用経費：4.32/年

H22-H28
：装置建設（観測期間とし
てはH29年から20年以上を想
定）

大規模学術フロンティア促進事業 大型低温重力波
望遠鏡計画

○ × × ○ × － － ○

物
理
科
学
・
工
学

30m光赤外線望
遠鏡（TMT）計
画

直径30mの光赤外望遠鏡をハワイに建設し、
ダークマター・ダークエネルギーの物理、初
期宇宙の銀河形成史、太陽系外惑星特に生命
が存在し得る地球型惑星の探査、ブラック
ホールの物理の解明など、広範な宇宙解明の
最前線を開く。

【中心機関】
自然科学研究機構国立天文台
【連携機関】
東京大学、京都大学、東北大学、広島大学、名古屋
大学、北海道大学、大阪大学、東京工業大学、愛媛
大学、茨城大学、埼玉大学　等

建設費：1500
運用経費：50 /年
（日本は各1/4程度を分担）

H25-H33
：建設期間
H30-H33
：部分運用
H34-
：本格運用

大規模学術フロンティア促進事業 30m光赤外線望
遠鏡計画　TMT

○ ○ × ○ × － － ○

分
野

○（参考）これまでのロードマップに記載され、財源が確保されて推進中の２０計画

計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間計画名称

フォローアップ調査結果 ロードマップ
マスタープラ

ン2017

-
 
2
7
-



内容
マスタープラン
2017計画名称

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
4
【
参
考
】

大
型
施
設

重
点
ヒ
ア

重
点

区
分
Ⅱ

分
野

計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間計画名称

フォローアップ調査結果 ロードマップ
マスタープラ

ン2017

情
報
学

新しいステージ
に向けた学術情
報ネットワーク
（SINET)

SINETは、1最高の通信性能、2セキュアで先端
的な研究環境、3十分な国際接続性、4高安定
性等を提供することを目指し、開発・運用を
計画している。

【中心機関】
情報・システム研究機構
国立情報学研究所

総額：857
○SINET4
325(H23-H27)
○SINET5
532(H28-H32)
（ SINET の運営（ 国内、国際）、学
術情報クラウド基盤構築、SDN技術導
入・開発等）

SINET4
H23-27
SINET5
H28：運用開始
H29：SDN導入
H30-31：SDN拡張
H33：次期構築開始

大規模学術フロンティア促進事業

－ － ○ × × － － －

物
理
科
学
・
工
学

計算基礎科学
ネットワーク拠
点構築

物理学・化学を中心とする計算基礎科学分野
の国内6機関が連携し，全国的・学際的な研究
体制と，当該分野のスパコン諸設備と次世代
スパコンを適切に活用する体制を構築し，最
先端の計算基礎科学を推進する．

高エネルギー加速器研究機構、筑波大学計算科学研
究センター、国立天文台、東京大学物性研究所、自
然科学研究機構分子科学研究所、東北大学金属材料
研究所

運用経費：41/年 H25-H27：HPCI戦略プログラ
ム分野2および分野5
H28-：発展した全体ネット
ワーク

実施主体６機関の運営費交付金で
年間計40億円程度を、各機関での
スパコン運用にあて、当該研究分
野での全国共同利用に供している
（高エネ、筑波大計算科学、天文
台、東大物性研、自然分子研、東
北金研）

○ ○ × ○ × － － －

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
・
地

球
科
学

高性能核融合プ
ラズマの定常実
証研究

核融合エネルギーの早期実現のためには高温
高密度プラズマの定常保持の実証が不可欠で
あり、核燃焼実験炉計画ＩＴＥＲと相補的に
我が国独自のヘリカル方式によるLHDの最高性
能化計画と、トカマク方式のJT-60SA計画がこ
れを担う。

【中心機関】
核融合科学研究所、日本原子力研究開発機構
【連携機関】
筑波大学、東北大学、富山大学、京都大学、大阪大
学、九州大学の関連センター等の大学・研究機関、
The EuropeanJoint Undertaking

ＬＨＤ
設備投資：123
運転実験経費：721
JT60SA
設備投資（日本分担）：217
運営費：34.4（他、既存設備解体・改
造費要）

大型ヘリカル装置
H25-H32：増強と実験
H33-H35：実証と体系化JT-
60SA
H25-H30：建設
H30-H31：実験

大規模学術フロンティア促進事業

○ ○ × ○ × － － －

人
文
・
社
会
科
学

心の先端研究の
ための連携拠点
（ＷＩＳＨ）構
築

心の神経・社会・進化・発達・文化的基盤の
解明と社会科学への応用を、霊長類研究の先
端的成果を活かしつつ文理連携体制で推進
し、計画終了時に世界初で最先端の「心の先
端研究」拠点機関への発展を期する。

（７研究機関連携）
東京大学・進化認知科学研究センター、京都大学・
心の先端研究ユニット、北海道大学・社会科学実験
研究センター、大阪大学・未来戦略機構認知脳シス
テム学研究部門、玉川大学・応用脳科学研究セン
ター（米国カリフォルニア工科大学との国際連
携）、慶應義塾大学・人間知性研究センター（慶應
大と理化学研究所の共同構成）、自然科学研究機
構・生理学研究所（自然科学研究機構内の領域融合
センターを含む）東京大学と京都大学をメタ拠点
に、上記の心理学・認知科学、脳科学、実験社会科
学、認知発達ロボティックスの7先端機関がそれぞ
れハブ拠点として、心の先端研究に関する国内外の
ほかの研究機関（NTTコミュニケーション科学基礎
研究所人間情報研究部、熊本大学・心の可塑性研究
ユニット、カリフォルニア工科大学など）を結びつ
けるオールジャパン体制のWEB型組織を構成する。

初期投資：14.8
年間運用経費：7/年

H26-H30 文科省・最先端研究基盤事業（Ｈ
22-Ｈ24）により開始
東京大学「こころの多様性と適応
の統合的研究機構」や京都大学
「心の先端研究ユニット」におい
て、平成28年度現在も推進中

○ ○ × ○ × － － ○

生
命
科
学

先進的医学研究
のための遺伝子
改変動物研究コ
ンソーシアムの
設立

多くの疾病には遺伝子機能の異常が関係して
おり、遺伝子機能の解明は創薬に直結する．
機能解明に最も有効な手段である遺伝子改変
動物の利用促進のため、4大学が中心となり系
統的な作製・解析・供給を行う。

東京大学医科学研究所、大阪大学微生物病研究所、
熊本大学生命資源研究・支援センター、九州大学大
学院医学研究院附属動物実験施設

総額：160
初期投資：70
年間運営費等：10年で90

H26-H27
：基盤整備
H26-H35
：運用

文科省・最先端研究支援事業
（H22-24）により開始
平成28年度から新学術領域「先端
モデル動物支援プログラム」が開
始されたが、やや趣旨が異なる

○ × × ○ × － － －

-
 
2
8
-



内容
マスタープラン
2017計画名称

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
4
【
参
考
】

大
型
施
設

重
点
ヒ
ア

重
点

区
分
Ⅱ

分
野

計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間計画名称

フォローアップ調査結果 ロードマップ
マスタープラ

ン2017

生
命
科
学

創薬基盤拠点の
形成

生命科学の進展により疾患に関する理解が格
段に深まり、創薬研究の気運が高まってい
る。しかし日本の大学等の公的機関には基盤
設備がないため、本格的創薬研究は行えない
状況にある。この恒常的拠点形成を目的とし
た計画。

東京大学、京都大学、理化学研究所、慶応大学、北
海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州
大学、長崎大学、東京医科歯科大学、昭和薬科大
学、東京薬科大学、静岡県立大学、名古屋市立大
学、名古屋工業大学、岡山大学

初期投資：90（建設費）
年間運用経費：10

H25-H27
：大型基盤設備の整備・充
実
H25-H34
：創薬拠点整備とその運用

文科省・ターゲットタンパク研究
プログラム（H19-23）
文科省・創薬等支援技術基盤プ
ラットフォーム（H24-28)により
全国6拠点を整備
継続的に使用できる体制維持の経
費が引き続き必要

○ ○ × ○ × － － ○

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
・

地
球
科
学

全地球生命史解
読と地下生物圏
探査計画

生物が進化の過程で、炭素や窒素などの物質
循環の一翼を担ったため、地球環境に大きな
影響を及ぼすようになった。この関係につい
て全地球生命史を地下生物圏の活動も包括し
た形で解読する。

東北大学、東京工業大学、東京大学、京都大学霊長
類研究所、九州大学、東洋大学、東邦大学、国立科
学博物館、海洋研究開発機構　等

初期投資：300
年度経費：50x10年

H24－H33 海洋研究開発機構を中心に、平成
29年度概算要求中
科研費新学術領域研究にも提案中
（超深海海溝域研究）

○ × × ○ × － － －

物
質
・
分
析
科
学

強磁場コラボラ
トリー：次世代
強磁場施設の整
備

我が国の主要強磁場施設の連携によるネット
ワーク型研究拠点（強磁場コラボラトリー）
を構築し、パルスおよび定常強磁場の特徴を
活かしたオールジャパンの運営体制で共同利
用・共同研究を推進する。

東京大学物性研究所、大阪大学極限量子科学研究セ
ンター、東北大学金属材料研究所、（独）物質材料
研究機構

建設費：300
運用経費：30/年

26-H31
：全日本定常強磁場拠点建
設
H26-H33
：準定常パルス磁場施設整
備（運転は完成後10年）

次世代パルス最強地場発生装置
（東大）（文科省・最先端研究基
盤事業（H22-23)
25テスラ無冷媒超電導磁石の整備
（東北大）（文科省・施設整備費
（H24補正）
高圧・強磁場複合極限施設整備
（阪大）（文科省・施設整備費
（H24)）
物質・材料研究機構設置予定の定
常強磁場に関して未措置

強磁場コラボラ
トリー2020：次
世代強磁場施設
の整備

○ ○ × ○ ○ × × ×

生
命
科
学

国際宇宙ステー
ションにおける
宇宙生命科学研
究計画

国際宇宙ステーションの本格的運用が始まっ
たが、研究設備は開発時のまま更新されてい
ない。最先端生命科学研究に対応した５種の
新規研究設備を「きぼう」実験棟に設置し、
宇宙生命科学研究を飛躍的に発展させる。

宇宙航空研究開発機構、理化学研究所、東北大学、
筑波大学、群馬大学、東京大学、東京医科歯科大
学、東京薬科大学、千葉大学、お茶の水女子大学、
横浜国立大学、金沢大学、富山大学、信州大学、岐
阜大学、名古屋大学、名古屋女子大学、藤田保健衛
生大学、京都大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、
大阪市立大学、大阪府立大学、奈良県立医科大学、
岡山大学、広島大学、徳島大学、愛媛大学、鹿児島
大学、放射線医学総合研究所

建設費：100
運搬設置費：30
運用費：10/年

H25-H28
：5研究設備の開発、製作、
きぼうへの運搬・設置
H26-H32
：研究設備の本格運用・研
究の推進

JAXA運営費交付金により、「哺乳
動物飼育システム」について措置
済
残る4つの研究施設について、未
措置

○ ○ × ○ × － － ○

生
命
科
学

高度安全実験
（BSL-4)施設を
中核とした感染
症研究拠点の形
成

国内に最高水準の高度安全実験（BSL-4 ） 施
設を有する世界トップレベルの感染症教育研
究拠点を形成し、当該分野で世界をリードす
る研究と人材育成により感染症に対するグ
ローバルな安全・安心の向上に貢献する。

【中心機関】
北海道大学、東北大学、東京大学、東京医科歯科大
学、慶應義塾大学、大阪大学、神戸大学、九州大
学、長崎大学、化学及血清療法研究所

総額104.5
施設建設費80、実験設備・機器費11、
研究成果データベース構築費1.5、施設
維持費3/年

H26：設置準備
H27-H30 ：設計・建設
H31：試運転
H32-H35：運用開始
H28-H35：人材育成

文科省・運営費交付金（機能強
化）　（H28）

－ － ○ × ○ ○ ○ －

-
 
2
9
-



内容
マスタープラン
2017計画名称

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
4
【
参
考
】

大
型
施
設

重
点
ヒ
ア

重
点

区
分
Ⅱ

分
野

計画概要 実施主体
所要経費
（億円）

計画期間計画名称

フォローアップ調査結果 ロードマップ
マスタープラ

ン2017

物
理
科
学
・
工
学

「スピントロニ
クス学術研究基
盤と連携ネット
ワーク」拠点の
整備

スピントロニクス学術研究基盤の構築を進
め、材料科学および物理学、ストレージ、メ
モリおよびロジック、量子情報の分野間およ
び研究機関間のネットワークを構築、さらに
将来の研究開発を担う人材育成を行う。

【中心機関】
東京大学、東北大学、大阪大学、慶應義塾大学
【連携機関】
北海道大学、筑波大学、早稲田大学、東京工業大
学、名古屋大学、京都大学、九州大学、産業技術総
合研究所、物質・材料研究機構、理化学研究所

総額：50
スピントロニクス連携研究教育セン
ターの設立と維持16、同支部の設立と
維持14、特任教員・研究員の雇用費9、
設備備品費・消耗品費8、国際会議・ス
クール・研究会などの開催費・招聘旅
費2、広報・成果報告・出版費 1

H26-H35：スピントロニクス
連携研究教育センターを設
立、学術基盤とネットワー
クを構築、研究成果を産業
応用へ展開

文科省・運営費交付金（共通政策
課題：機能強化プロジェクト）
「スピントロニクス学術研究基盤
と連携ネットワーク」（4大学連
携）（H28-33)
設備費など未措置

「スピントロニ
クス学術研究基
盤と連携ネット
ワーク」拠点の
整備

－ － ○ × × × × ○

-
 
3
0
-



②フォローアップ調査の結果、「その他」と回答のあった研究計画

※「分野」、「計画名称」、「計画概要」、「中心機関と連携機関」、「所要経費（億円）」、「計画期間」は最初のマスタープラン掲載当時の整理に基づく

※平成２８年１０月末時点での進捗状況（予算措置の状況について）

内容
マスタープラン
2017計画名称

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
4
【
参
考
】

大
型
施
設

重
点
ヒ
ア

重
点

区
分
Ⅱ

物
理
科
学
・
工
学

非平衡極限プラ
ズマ全国共同連
携ネットワーク
研究計画

本研究計画は、ネットワークによって、最先
端プラズマ物理研究を非平衡極限プラズマの
共通学理に基づいて学問的に体系化し新学術
分野を創成するとともに、核融合や新エネル
ギーの実現と新機能物質創成を加速する。

【中心機関】
九州大学
【連携機関】
電気通信大学、大阪大学、東北大学、自然科学研究
機構核融合科学研究所、金沢大学、名古屋大学

総額：119
主設備「非平衡極限プラズマプラット
フォーム」65、
運営費54

H26-H35：施設整備及び運転 科研費、文科省・橋渡し研究加速
ネットワークプログラム、内閣
府・ImPACTなどの他、自助努力に
より推進中

○ ○ ○ × ○ ○ ○ －

物
理
科
学
・
工
学

複合原子力科学
の有効利用に向
けた先導的研究
の推進

人類社会の持続的発展には原子力・放射線の
利用が必要である。本計画では、研究炉・加
速器を用いる共同利用・共同研究を軸に、複
合的な原子力科学の発展と有効利用に向けた
先導的研究を推進し、その拠点を形成する。

京都大学原子炉実験所 初期投資：70
運用経費：28(7年)

FFAG陽子加速器
H26-：増強・施設整備（既
設実験研究棟、総合研究
棟）
小型サイクロトロン
H27-：設置・実験設備整備

文科省・共通政策課題（機能強化
経費）
大阪府、福島県、近畿経済産業局
などの経費により研究を推進中
サイクロトロン複合粒子線源など
の設備費が未措置

複合原子力科学
の有効利用に向
けた先導的研究
の推進

○ ○ × ○ ○ ○ × －

基
礎
医
学

ヒトプロテオゲ
ノミクスネット
ワーク：ヒト生
命と病気の解明
を目指す研究体
制の構築

ヒトや生物のゲノム、エピゲノム、転写物、
タンパク質、代謝物のビッグデータを活用
し、階層横断的な生命システムの理解を目指
す学問分野「トランスオミクス」を創出し、
革新的医学研究へ応用する。

九州大学、東京大学、京都大学、東京医科歯科大
学、熊本大学、徳島大学、東北大学、大阪大学、理
化学研究所、国立がん研究センターなどがオール
ジャパン型ネットワーク体制を構築。

総額150
当初設備費（超高速シーケンサー、質
量分析装置、計算機の導入） 30、上記
装置の更新費20 、運営費100

H29-H33 ： 主にトランスオ
ミクス技術の確立
H34-H38 ：主にヒトの病気
の理解を目指す

九州大学：トランスオミクス医学
研究センター（H25)
徳島大学：先端校訴額研究所
（H28）
文科省・共通政策課題（機能強化
プロジェクト）「トランスオミク
ス医学研究拠点ネットワーク形成
事業」（H28～33）

トランスオミク
スアプローチに
よる革新的医学
研究

－ ○ × × × － － ○

情
報
学

国民生活を支え
る実空間型情報
学基盤の研究

国民生活を支えるために、実空間中のモノや
人や環境から生まれる膨大な状況情報をリア
ルタイム・高効率で取り扱える、「実空間型
基礎情報学」を確立し、実証クラウドを実現
し、各種応用と連携した実験を実施する。

【中心機関】
東京大学、京都大学、青山学院大学、奈良女子大
学、法政大学、横浜国立大学、情報通信研究機構、
ATR、土木研究所、国土技術政策総合研究所、YRP
UNL　等
【連携機関】
日立製作所、富士通、NTT、鹿島建設、大林組、JR
東日本、総務省、国土交通省、国土地理院、東京
都、アジア無錫、EU FP7　等

総額：100
初期投資：3
システム開発費：35
運営費：12.4/年

H23-H27 民間企業からの出資により、実空
間型情報学の成果を用いて道路や
橋梁などの社会基盤の管理、運営
の効率化、高品質化の取組を実施
第1期（H21-H25）：1.5億円、第2
期（H26-H30）：1.5億円

－ ○ × ○ × － － －

実施主体
所要経費
（億円）

計画期間
分
野

計画名称 計画概要

マスタープラ
ン2017

フォローアップ調査結果 ロードマップ

-
 
3
1
-



 
 

学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性 

 

 

１．学術研究の大型研究プロジェクトの実施及び評価の仕組み 

学術研究の大型プロジェクトについては、平成２２年以降、次のようなプロセスを定め、プロジェ

クトの選定や進捗管理の透明化を図ってきたところである。 

① 日本学術会議において「マスタープラン」策定 

② 「マスタープラン」を踏まえつつ、文部科学省 学術審議会 研究環境基盤部会 学術分科会 学

術研究の大型プロジェクトに関する作業部会（以下「本作業部会」）において「ロードマップ」

策定 

③ 概算要求に先立ち、本作業部会において、ロードマップ策定の際に指摘された主な課題への対

応状況などを含め、事前評価を実施 

④ 事前評価を踏まえ、文部科学省において着手すべきと判断したものについては、大規模学術フ

ロンティア促進事業として概算要求 

⑤ 大規模学術フロンティア促進事業として予算が措置された各プロジェクトについて、進捗管理

を行うため、原則 10 年間の年次計画を策定 

⑥ 年次計画に定めた年度に評価（進捗評価、中間評価、期末評価）を実施 

 

本作業部会では、これまでの大型プロジェクトの推進状況を踏まえ、上記①～⑥のプロセスは、

基本的に踏襲しつつも、更なる改善を図るため、改善の方向性をまとめた。 

 

 

２．改善の方向性 

（１）ロードマップ策定について 

ア．ロードマップ選定の対象計画 

【現状】  

日本学術会議のマスタープラン重点大型研究計画 

 

【見直し案】 

日本学術会議が策定するマスタープランの重点大型研究計画を基本としつつ、重点大型研究

計画のヒアリング対象計画も選定対象に加える。 

 

 

イ．評価の観点と具体的視点 

【現状】 

7 つの評価の観点と具体的視点を挙げている。 

 

【見直し案】 

7 つの評価の観点は踏襲するが、観点②計画の実施主体、観点④計画の妥当性については、

より詳細に確認することとする。具体的には以下のとおり。 
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（ロードマップとして詳細に確認を行う内容） 

観点② 計画の実施主体 

・責任を持って推進する中心となる組織 

・複数の組織が関わる場合の責任分担・役割分担 

・関係組織における計画に係る意思決定の状況 

観点④ 計画の妥当性 

・新たな施設の建設、既存施設の高度化、新たな研究基盤の整備についての具体的計画 

（研究開発期間、建設期間、建設場所、運用期間、所要経費、仕様など） 

・予算計画（国費による支援、自己負担、国際分担などの見通しを含む） 

・人員計画（計画実施に必要となる人員の確保の方策） 

・準備研究の状況（当該計画遂行のための予備研究・技術開発・体制整備などの状況） 

・計画期間終了後の方針（国からの支援が終了した後の考え方） 

・当初の計画とおりに進まない場合の考え方（予算の措置状況等を踏まえ当初計画の大幅

な変更が必要となった場合） 

観点⑤ 緊急性 

・当該計画を早期に実施することの重要性・国際的優位性 

 

    具体的には、表１．（評価の観点と具体的視点）を参照 

 

 

ウ．評価の手順 

【現状】 

選定対象計画の全てについてヒアリング審査を行い、ロードマップに掲載する研究計画を決定 

 

【見直し案】 

選定対象計画の全てについて書面審査を行った後、その結果を踏まえ、30件以内を目安とし

てヒアリング審査を行いロードマップに掲載する研究計画を決定。 

マスタープランの重点大型研究計画は、原則ヒアリング対象とするが、書面審査においてロ

ードマップの要件を満たさないことが明らかに認定される場合（計画の内容がプロジェクト内

での公募による研究を主とするような計画 等）は、ヒアリング対象としない。重点大型研究

計画以外の選定対象計画については、書面審査で一定の評価を得た計画をヒアリング対象とす

る。 
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表１．（評価の観点と具体的視点） 

（現状） （見直し案） 

①研究者コミュニティの合意 

・研究者コミュニティの合意形成の状況はどうか。 

 

②計画の実施主体 

・多数の機関が参画する場合、責任体制と役割分担は

明確になっているか。 

 

 

 

③共同利用体制 

・共同利用・共同研究の実施体制が確立されているか。

幅広い大学の研究者が参画できるか。 

 

④計画の妥当性 

・計画の準備スケジュール・実施スケジュールが明確

になっているか。実施可能なスケジュールとなって

いるか。 

・建設費及び運用費は妥当か。十分検討されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急性 

・国際的競争・協力において、我が国がリードするた

めには、早期に実施することが重要か。 

・早期に実施しないと、国際的に著しい不利を招くこ

とになるか。 

・実施の遅れにより、人材の深刻な流出が危惧される

こととなるか。 

 

⑥戦略性 

・当該分野での世界トップを確実にし、我が国の強み

をさらに伸ばすこととなるか。 

・他分野への波及効果等はどうか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環につながるか。 

・将来的な我が国の成長・発展につながるか。 

・計画を実施しないことによる国の損失はどうか。 

 

⑦社会や国民の理解 

・社会や国民に必要性を説得力をもって説明できるか。 

・巨額の国費の投入について、社会や国民に支持して

いただけるか。 

①研究者コミュニティの合意 

・研究者コミュニティの合意形成の状況は明確か。 

 

②計画の実施主体 

・実施主体における計画の推進体制は明確になってい

るか。 

・多数の機関が参画する場合、責任体制と役割分担は

明確になっているか。 

 

③共同利用体制 

・共同利用・共同研究の実施体制が確立されているか。

幅広い大学の研究者が参画できるか。 

 

④計画の妥当性 

・計画の準備スケジュール・実施スケジュールが明確

になっているか。実施可能なスケジュールとなって

いるか。 

・建設費及び運用費は妥当か。十分検討されているか。 

・予算計画、人員計画は妥当か。十分検討されている

か。 

・計画の準備状況（予備研究・技術開発・体制整備）

は着実になされているか。 

・建設終了後の運用計画が十分に検討されているか。 

・計画終了後のコミュニティへの波及効果、将来展望

はどうか。 

 

⑤緊急性 

・早期に実施することの重要性と国際的競争・協力に

おいて、我が国が得られるメリットや優位性は何か。 

・実施の遅れにより危惧される我が国への影響はどの

ようなものか。 

 

 

 

⑥戦略性 

・当該分野での世界トップレベルの成果をあげ、我が

国の強みをさらに伸ばすこととなるか。 

・他分野への波及効果等はどうか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環につながるか。 

・将来的な我が国の成長・発展につながるか。 

・計画を実施しないことによる国の損失はどうか。 

 

⑦社会や国民からの支持 

・社会や国民に計画の意義・必要性を説得力をもって説

明することができるか。 

・長期間にわたり巨額の国費を投入することについて、

社会や国民に支持していただけるか。 

・地域社会との信頼関係が構築されているか。 
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（２）大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについて 

 

ア．大規模学術フロンティア促進事業としてのプロジェクトへの支援 

【現状】 

国は年次計画に基づき進捗管理を行い支援。期末評価によって大規模学術フロンティア事業

としての位置付け（期間の延長、国の支援の在り方等）を明確にする。 

 

【見直し案】 

国はプロジェクトの年次計画に基づき進捗管理を行い支援。大規模学術フロンティア促進事

業での支援期間は年次計画の最終年度までとする。 

なお、継続して発展的に行う計画（後継計画）がある場合には、当該計画について別途ロー

ドマップに掲載され、事前評価を受けるものとする。 
 
 
 
 

イ．年次計画の策定期間 

【現状】  

原則 10 年間 

 

【見直し案】 

10 年以内を原則とするが、大型施設計画については、施設整備後の運用年数も勘案し、  

科学成果の評価のための施設整備後数年以内の初期運用期間を加えることも可能とする。 
 
 
 
 

ウ．事前評価 

①評価の流れ 

 【現状】 

各計画について、資料に基づき、実施主体より説明を受け、ロードマップにおいて指摘さ

れた課題を含め、学術的意義を中心に意見交換を行い、各委員等にヒアリングシートにコメ

ントを記載していただく。各委員等が記載したヒアリングシートをもとに、評価書をとりま

とめていただく。 

資料については、年次計画とともに、予算計画を添付するものとする。 
    

   【見直し案】 

各計画について、資料に基づき、実施主体より説明を受け、ロードマップにおいて指摘さ

れた課題を含め、学術的意義を中心に意見交換を行い、各委員等が記載したヒアリングシー

トをもとに、評価書をとりまとめる。 

資料については、年次計画とともに、予算計画を添付するものとする。 
 
 

②評価の観点 

【現状】 

７つの観点と具体例をあげている。 
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【見直し案】 

7 つの評価の観点は変更しないが、より詳細に具体的に確認するべき内容を追加する。 

・実施主体における本計画の推進体制 

・複数の組織が関わる場合の責任分担・役割分担 

・関係組織における計画に係る意思決定の状況 

・年次計画 

・予算計画（国費による支援、自己負担、国際分担などを含む見通しと年次計画） 

・人員計画（計画実施に必要となる人員の具体的計画、及びその確保の方策） 

・施設・設備計画（研究開発期間、建設期間、建設場所、運用期間、所要経費、仕様など） 

・準備研究の状況（当該計画遂行のための予備研究・技術開発・体制整備などの状況） 

・当該計画を早期に実施することの重要性・国際的優位性 

・大規模学術フロンティア促進事業での終了後の方針や当初の計画とおりに進まない場合の

考え方（予算の措置状況等を踏まえ当初計画の大幅な変更が必要となった場合） 

・大規模学術フロンティア促進事業において実施している計画の後継計画の事前評価である

場合は、実施中の計画の評価も踏まえる 

 

    具体的には、表２．（評価の観点と具体例）を参照 
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表２．（評価の観点と具体例） 

（現状） （見直し案） 

①研究者コミュニティの合意 

・研究者コミュニティの合意形成の状況はどうか。 

 

②計画の実施主体 

・多数の機関が参画する場合、責任体制と役割分担は明確

になっているか。 

 

 

 

③共同利用体制 

・共同利用・共同研究の実施体制が確立されているか。幅

広い大学の研究者が参画できるか。 

 

④計画の妥当性 

・計画の準備スケジュール・実施スケジュールが明確にな

っているか。実施可能なスケジュールとなっているか。 

・建設費及び運用費は妥当か。十分検討されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急性 

・国際的競争・協力において、我が国がリードするために

は、早期に実施することが重要か。 

・早期に実施しないと、国際的に著しい不利を招くことに

なるか。 

・実施の遅れにより、人材の深刻な流出が危惧されること

となるか。 

 

⑥戦略性 

・当該分野での世界トップを確実にし、我が国の強みをさ

らに伸ばすこととなるか。 

・他分野への波及効果等はどうか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環につながるか。 

・将来的な我が国の成長・発展につながるか。 

・計画を実施しないことによる国の損失はどうか。 

 

⑦社会や国民の理解 

・社会や国民に必要性を説得力をもって説明できるか。 

・巨額の国費の投入について、社会や国民に支持していた

だけるか。 

①研究者コミュニティの合意 

・研究者コミュニティの合意形成の状況は明確か。 

 

②計画の実施主体 

・実施主体における計画の推進体制及び責任が明確に  

なっているか。 

・多数の機関が参画する場合、責任体制と役割分担は明確

になっているか。 

 

③共同利用体制 

・共同利用・共同研究の実施体制が確立されているか。幅

広い大学の研究者が参画できるか。 

 

④計画の妥当性 

・計画の準備スケジュール・実施スケジュールが明確にな

っているか。実施可能なスケジュールとなっているか。 

・建設費及び運用費は妥当か。十分検討されているか。 

・予算計画、人員計画は妥当か。十分検討されているか。 

・計画の準備状況（予備研究・技術開発・体制整備）は着

実になされているか。 

・建設終了後の運用計画が十分に検討されているか。 

・計画終了後のコミュニティへの波及効果、将来展望はど

うか。 

 

⑤緊急性 

・早期に実施することにより、国際的競争・協力において、

我が国が得られるメリットや優位性は何か。 

・実施の遅れにより危惧される我が国への影響はどのよう

なものか。 

 

 

 

⑥戦略性 

・当該分野での世界トップレベルの成果をあげ、我が国の

強みをさらに伸ばすこととなるか。 

・他分野への波及効果等はどうか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環につながるか。 

・将来的な我が国の成長・発展につながるか。 

・計画を実施しないことによる国の損失はどうか。 

 

⑦社会や国民からの支持 

・社会や国民に計画の意義・必要性を説得力をもって説明

することができるか。 

・長期間にわたり巨額の国費を投入することについて、社

会や国民に支持していただけるか。 

・地域社会との信頼関係が構築されているか。 

 
 

- 37-



 
 

エ．進捗評価  従前の進捗評価と中間評価を進捗評価として統合する。 

①趣旨 

【現状】 

設備等の本格運用開始前に、当初計画に対する進捗状況及び今後の運用体制を把握し、 

プロジェクトの本格運用開始の是非を確認するとともに、事業の運営改善、計画変更等の 

是非及び今後の事業推進にあたっての留意点等を明らかにすることを目的として、本作業部

会においてヒアリングを実施し、評価結果をとりまとめる。 
 

【見直し案】 

     施設整備や高度化が終了し運用を開始する前や、研究計画の局面が変わる時期などに、プ

ロジェクトの進捗状況や今後の運用体制を含む実施体制を確認し、運用開始の是非や引き続

きのプロジェクト推進の是非を確認するとともに、運営改善、計画変更等の要否及び今後の

プロジェクト推進にあたっての留意点などを明らかにするため、本作業部会において現地調

査・ヒアリングを実施し、評価結果をとりまとめる。 
 
 

②評価の実施時期 

【現状】  

設備等の本格運用開始前 

 

【見直し案】 

プロジェクトの性格に応じ、１回ないし複数回実施する。 

・プロジェクトの途上において大きな進展が予定され、それまでの成果や今後の展望等を

評価すべき場合 

・施設整備や高度化が終了し本格運用に入る前 

・諸情勢の変化等により計画の大幅な変更が余儀なくされる場合 

・その他、本作業部会として評価が必要と認められる場合 
 
 

   ③評価の流れ 

   【現状】 

各計画について、資料に基づき、実施主体より説明を受け、当初計画に対する設備整備、

運営等の状況や今後の事業推進にあたっての留意点等を中心に意見交換を行い、各委員等は

ヒアリング評価シートにコメントを記載する。各委員等が記載したヒアリング評価シートを

もとに、評価書をとりまとめる。 

 

   【見直し案】 

各プロジェクトについて、資料に基づき、実施主体からの報告や現地調査により、施設整

備の状況、研究目標の達成状況、今後の運用体制を含む実施体制等の状況や今後のプロジェ

クト推進にあたっての留意点等について意見交換を行い、各委員等が記載したヒアリング評

価シートをもとに、評価書をとりまとめる。 
 
 
 ④評価の観点 
 【現状】 
   ３つの観点と具体例をあげている。 
 
 【見直し案】    

表３．（評価の観点と具体例）を参照 
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表３．（評価の観点と具体例） 

（現状） （見直し案） 

①計画の進捗状況 
・設備等の整備は計画どおりに行われているか 

（計画で予定していた性能を得られたか、経費・スケジ

ュールは計画どおりか、国際協力の状況 等） 

・情勢の変化があった場合の対応は適切に行われているか 

・社会や国民の理解を得るための取組、情報発信が行わ

れているか 

・年次計画における「計画推進に当たっての留意事項等」

への対応が適切に行われているか 等 

 
 
②今後の運用体制 
・共同利用・共同研究を行うための実施体制は確立され

ているか 

・幅広い大学の研究者が参画できる運用体制になってい

るか 等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③事業推進に当たっての課題 等 
・計画推進に当たって、現状から改善や変更を求める事

項については、内容と期限を明確に示す。 

・計画の進捗状況等について、年次計画に定められた評

価以外の時点で、引き続き確認する必要があると判断

される場合については、確認すべき観点・内容及びそ

の時期を明記。 

 

 

 

 

 

 

 

※ プロジェクトの本格運用の開始を認めない場合につ

いては、本評価報告書とりまとめののち、専門家から構

成されるＷＧにより、別途詳細な現地調査等を行った上

で、その取扱を含め、更に詳細な検討を行うこととする。 

①プロジェクトの進捗状況 
・施設等の整備は計画どおりに行われているか。 

（予定していた性能等を得られたか、経費・スケジュー

ルは計画どおりか、国際協力の状況 等） 

・情勢の変化があった場合の対応は適切に行われているか。 

・研究目標の達成状況はどうか。 

・プロジェクトが実施されたことによって、目標以上の

成果があがっているか。 

・年次計画における「プロジェクト推進に当たっての留

意事項等への対応が適切に行われているか。 等 

 
②プロジェクトの実施体制 
・大型プロジェクトを実施できる責任体制と役割分担が

確立されているか。 

・施設等の運用体制に問題はないか。 

・共同利用・共同研究を行うための実施体制は確立され

ているか。 

・幅広い大学の研究者が参画できる運用体制になってい

るか。 

・プロジェクトの運営に当たり、広く研究者コミュニテ

ィの意見を取り入れているか。 等 

 

③学術的意義と波及効果（中間的達成度） 
・学術的な達成状況はどうか。 

・プロジェクトの実施により研究者コミュニティに分野的

な広がりが生まれているか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環が図られているか。 

・学生や若手研究者の人材育成に貢献しているか。 等 

 
④社会的意義と波及効果（中間的達成度） 
・社会的価値（産業・経済活動の活性化・高度化、国際

競争力の向上、知的財産権の取得・活用等）の創出に

つながっているか。 

・社会や国民からの支持を得るための取組、情報発信が

行われているか。 

・地域社会との信頼関係が構築されているか。 等 

 
⑤プロジェクト推進に当たっての課題 
・プロジェクト推進に当たって、現状から改善や変更を

求める事項については、内容と期限を明確に示す。 

・プロジェクトの進捗状況等について、年次計画に定め

られた評価以外の時点で、引き続き確認する必要があ

ると判断される場合については、確認すべき観点・内

容及びその時期を明記。 

 

 

○総合評価 

 上記のような観点を総合的に勘案して、当該プロジェ

クトの運用開始の是非、または当該プロジェクトを引き

続き進めることについてどう考えるか。 

 

※ 運用の開始を認めない場合、またはプロジェクトの

中断や中止を勧告するについては、本評価報告書とりま

とめののち、専門家から構成されるＷＧにより、別途詳

細な現地調査等を行った上で、その取扱を含め、更に詳

細な検討を行うこととする。 
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オ．中間評価 ・・・ 進捗評価に統合する。 
 
 
 
 

カ．期末評価 

①趣旨 

【現状】 

今後の大規模学術フロンティア促進事業としての位置付け（期間の延長、国の支援の在り

方等）を明確にする。 

 

【見直し案】 

大規模学術フロンティア促進事業で実施してきたプロジェクトの目的や目標が達成され

たかを評価・公表し、プロジェクトの意義、成果、波及効果などについて、社会や国民への

説明責任を果たす。 

 

 

②評価の実施方法 

【現状】 

まだ定められていない。 

 

【見直し案】 

次のとおりとする。 

 

(1)評価の実施時期 

 大規模学術フロンティア促進事業で定める年次計画終了後に実施する。 

 

(2)評価の流れ 

各プロジェクトについて、資料に基づき、実施主体からの報告や現地調査により、計画

に対する研究目標の達成状況や研究成果、社会的効果を中心に意見交換を行い、各委員等

が記載したヒアリング評価シートをもとに、評価結果をとりまとめる。 

 

(3)評価者 

学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会委員のほか、当該分野における専門家に

アドバイザーとして協力いただく。 

なお、作業部会委員のうち、当該プロジェクトに利害関係を有する委員はヒアリングに

参加しないこととする。 

 

(4)評価の観点 

           5 つ観点とそれぞれの観点に関する具体的取組を評価する。 

 

○プロジェクトの達成状況 

・研究目標の達成状況はどうか。 

・プロジェクトが実施されたことによって、目標以上の成果が上がったか。 
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○プロジェクトの実施体制 

・大型プロジェクトを実施できる責任体制と役割分担が確立され、機能していたか。 

・施設・設備の運用体制は十分機能していたか。 

・共同利用・共同研究の実施体制が確立され、実績を挙げられたか。 

・計画の運営に当たり、広く研究者コミュニティの意見を取り入れていたか。 

・本作業部会での各種評価で挙げられたプロジェクト推進に当たっての留意点等につい

て適切に対応していたか。 等 

 

○学術的意義と波及効果 

・学術的な達成状況はどうか。 

・世界トップレベルの研究成果をあげ、我が国の強みをさらに伸ばせているか。 

・プロジェクトの実施によりコミュニティに分野的な広がりができたか。 

・他分野への波及効果等はあったか。 

・国際貢献や国際的な頭脳循環が図られたか。 

・学生や若手研究者の人材育成に貢献できたか。 等 

 

○社会的意義と波及効果 

・社会的価値（産業・経済活動の活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取

得・活用等）の創出につながる成果があったか。 

・社会や国民からの支持を得るためにどのような取組を行いその効果はどうか。 

・地域社会との信頼関係が構築されているか。 等 

 

○その他 

・大規模学術フロンティア促進事業での支援終了後、運営はどのように行われているか。 

 

 

(5)その他 

後継計画がある場合には、その事前評価の際に、それまでの実施状況について進捗評価

を行う。期末評価については、当該進捗評価も踏まえつつ、必要な範囲で行う。 
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１．募集期間 平成29年2月6日（月曜日）～平成29年2月20日（月曜日）

２．募集方法　　　「電子政府の総合窓口（e-Gov）」のウェブサイト（http://www.e-gov.go.jp/）上で募集

３．意見総数 件）

４．意見提出者の概要

１0代 人

20代 人

30代 人

40代 人

50代 人

60代 人

70代以上 人

未記入 人

計 人

図１：意見提出者の年齢の分布

男性 人

女性 人

未記入 人

計 人

図２：意見提出者の性別の分布

（分類１）

①大学等の教育研究職 人

②大学等の職員（①以外） 人

③その他研究職 人

④会社員 人

⑤学生 人

⑥その他 人

⑦無職 人

⑧未記入 人

計 人

図３：意見提出者の職業の分布

（１）年齢構成　（図１参照）

（２）性別　（図２参照）

（３）職業　（図３参照）

0

14
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25

0

0

14

43

2

2

43

0

0

1

9

13

27

2

14

「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」

に関する意見募集の結果について

43 件（うち有効意見総数 43

1

5

0

男性

93.1%

女性

6.9%

男性

女性

10代

0.0%

20代

0.0%

30代

3.4%

40代

31.0%

50代

44.8%

60代

17.2%

70代以上

3.4%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

①大学等の

教育研究職

86.2%

②大学等の

職員

（①以外）

6.9%

③その他

研究職

0.0%

④会社員

0.0%

⑤学生

0.0%

⑥その他

6.9%

⑦無職

0.0%

①大学等の教育研

究職

②大学等の職員（①

以外）

③その他研究職

④会社員

⑤学生

⑥その他

⑦無職
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５．意見の概要

１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。

別紙参照

（２）２．改善の方向性（２）大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについてどのように考えますか。

別紙参照

（３）その他、学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）についてのご意見をお寄せください。

別紙参照

２．大型プロジェクトの推進方策について

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。

別紙参照

（２）ロードマップの策定は、大型プロジェクトを推進するために重要な役割を果たしている（果たしていく）と思いますか。

　本設問において、「とてもそう思う」、「そう思う」との回答が合わせて９３％を占め、

「全くそう思わない」との回答はなかった。　（図４参照）

人

人

人

人

人

人

計 人

図４：意見提出者の回答の分布

（３）大型プロジェクトの着実な推進に向けた財政措置の在り方等についてどのように考えますか。

別紙参照

⑥未記入 15

43

③どちらとも言えない。 1

④あまりそう思わない。 1

⑤全くそう思わない。 0

①とてもそう思う。 18

②そう思う。 8

①とてもそう

思う。

64.3%

②そう思う。

28.6%

③どちらとも

言えない。

3.6%

④あまりそう

思わない。

3.6%

⑤全くそう思

わない。

0.0%

①とてもそう思

う。

②そう思う。

③どちらとも言

えない。

④あまりそう思

わない。

⑤全くそう思わ

ない。
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（複数選択可、そのうち最も重要と思われるものを１つ回答）　（図５参照）

　本設問において複数選択可として提出された回答において、

「研究計画に対する客観的かつ透明性の高い評価」、

「研究者コミュニティの幅広い合意形成に向けた関係者によるコーディネート」、

「国際的な協力・連携体制の構築」、との回答が上位となっている。

　また、本設問への回答のうち最も重要と思われるものとして

「研究者コミュニティの幅広い合意形成に向けた関係者によるコーディネート」、

「研究計画に対する客観的かつ透明性の高い評価」、との回答が上位となっている。

図５：意見提出者の回答の分布

（４）国等による財政措置以外に、大型プロジェクトの推進のためにどのような取組が必要だと考えますか。

1

2

5

5

6

7

9

9

13

14

18

24

1

0

0

0

2

0

2

1

1

0

10

9

0 10 20 30

その他（ ）

研究者個人によるコミュニケーション活

動

実施機関によるコミュニケーション活動

既存の施設・設備の有効活用等による

事業の効率化

メディアを通じた情報提供

研究者としての高い倫理感や安全文化

の醸成

研究者コミュニティにおける自発的な議

論

産業界等の第三者からの支援

幅広い研究者コミュニティの育成

国際的な協力・連携体制の構築

研究者コミュニティの幅広い合意形成に

向けた関係者によるコーディネート

研究計画に対する客観的かつ透明性の

高い評価

最も重要とされた

選択数

選択数（複数回

答）

（人）

（項目）
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。 

 

【選定対象について】 

●ヒアリング対象計画もロードマップ選定対象に加えることには賛成であり、より大所高所より我が国

の学術研究の重要性を俯瞰すべきである。 

 

●マスタープラン重点大型研究計画に加えて、ヒアリング対象計画も選定対象に加えることは、特

に、学術上の状況の変化や、諸外国の動向の変化に応じて、我が国の将来の科学技術上の競争力

確保に適した計画を実施できるようにする上において、有意義である。マスタープランやロードマップ

において良い評価を得ている計画については、早急・確実な予算措置が図られるように期待する。 

 

●日本学術会議において選定された重点課題に加えて、マスタープランのヒアリング対象課題からも

選定対象に加えるということについては少々疑問が残るところで、理由が示されていると良い。 

 

●日本学術会議による議論により“すみやかに推進すべき”とされなかった計画を、ロードマップ選定

対象とする理由が不明瞭である。評価基準もほとんど同じである。選定～予算措置にあたって政治・

政府（文部科学省）による恣意性が増大するため、少なくとも学術的な観点からは２．（１）アの見直し

案は望ましくない。 

 

●現状のまま、日本学術会議のマスタープラン重点大型研究計画に限るべきである。せっかく学者が

時間をかけて議論し、重点大型研究計画を選んでいるので、それが反映されるべきである。 

 

●マスタープラン重点大型研究計画以外に、ヒアリング対象計画も選定対象とするような改定が提案

されているが、重点大型研究計画を選定する作業の意味づけが失われると危惧する。重点大型研究

計画に選定されずロードマップに策定される計画とはどういう研究なのか、なぜそのような道を設けて

おく必要があるのか、説明（緊急の情勢変化に対応するため等）が必要である。逆に重点大型研究計

画を全てヒアリング対象にする必要はないが、書面審査等の何らかの評価結果に基づくべきである。 

 

 

【評価の観点について】 

●「②計画の実施主体」、「④計画の妥当性」について、より詳細に確認を行う見直しは、巨額の公費

を投入するプロジェクトの選定する上で時宜にかなっている。 

 

●「④計画の妥当性」について、期間中の複数回開催する「中間評価時期」・「到達目標（マイルストー

ン）」・「マイルストーンが達成されない場合に想定される複数のオプションプラン」も明記すると追記す

る必要がある。マイルストーンが仮に達成されない場合に、プロジェクトを打ち切るのか、どのオプショ

ンプランへ進めるのか、そうした計画の妥当性を中間評価時に評価、検討することが、プロジェクト開

始時に関係者で認識されていることが大切である。 

 

●「④計画の妥当性」にある、予算計画や人員計画が妥当か十分検討されているかについては、そも

そも予算措置を伴わないマスタープラン重点大型研究計画の実情と乖離した要求であり、何を前提と

別紙 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。 

すべきかが曖昧で不明瞭である。それ以外の評価の観点についても、科学技術基本計画を策定して

我が国の政策決定をしている総合科学技術会議との方向性の違いや狙いの差別化を明確にすべき

であり、徒に抽象的な文言の精査で曖昧模糊となっている表現なり観点の問題点を解消すべきであ

る。 

 

●「④計画の妥当性」について、現在あげられている項目は結構である。ただ、世界の研究が急速に

グローバル化し、大型施設等は国際的な利用が想定されると思われるので、「計画の国際的な位置

づけ」という観点も必要である。他のロードマップの策定に関する改善の方向性は妥当である。 

 

●計画の実施主体の体制と計画の妥当性をより詳細に検討することは適切である．「④計画の妥当

性」に施設の妥当性があげられているが，そのソフト面を支える意味で，データを蓄積してデータベー

スを整備し，多様な学術分野間で相互に連結されたクロス検索が可能な大規模データベースを社会

的な資産として形成することが重要であり，大規模な国家予算を使って行われる大型研究プロジェク

トは，それを先導する役割を果たす義務がある．この点における貢献度は選定対象の評価基準に加

えるべきである．納税者の理解を得るためには社会問題解決への貢献が重要であり，社会科学や人

文科学を包含したバランスのとれたデータベースを構築する必要を考慮し，選定にあたって，文理融

合的な研究を推進する必要を念頭に置くべきである． 

 

●「⑤緊急性」について、「早期に実施することの重要性と国際的競争」を明確にするためには、競合

する研究相手、グループの内容を明示すると追記する必要がある。その上で、仮に申請者の研究の

競争上の弱みがあるならば、その点も明記することとして、その弱みを克服、補強することが、国際競

争性を高めるという論理的な説明が必要になる。またそうした説明は、社会や国民への説明責任とし

て必要な記述内容になる。 

 

●「⑤緊急性」や「⑥戦略性」の観点においては、我が国が遅れることの危惧だけでなく、強みをさら

に伸ばすことを重視することが、国際競争力確保やや産業応用の観点からも有効と考えるので、ご留

意いただきたい。 

 

●「⑤緊急性」、「⑥戦略性」、「⑦社会や国民の理解」について見直しがなされている。しかし、この見

直し案では、日本が世界の潮流から大きく立ち遅れている社会科学分野の高精度のデータ整備など

ソフトに関する事業を積極的に選定することはできない。参考３の資料には、大規模プロジェクトの目

的は、最先端の大型研究装置等により人類未踏の研究課題に挑み、世界の学術研究を先導、とあ

る。これまでは大型研究装置というハードに重点を置いた選定がなされてきたのであるが、今後は、

自然科学分野の事業に偏らず、社会科学分野の事業も積極的に取り上げるべきである。そのために

は、社会科学分野の事業も積極的に評価する、という評価の観点を追加すべきである。社会科学分

野の事業選定においては、国際的に先駆性があることはもちろんであるが、国内をリードする拠点が

ネットワークを組んでいるかという観点からも事業を評価するのが適当である。 

 

●「⑥戦略性」について、海外の頭脳を日本に集めるような国際的な研究施設、国際共同研究として

の評価があっても良い。科学研究に国境はなく、世界の頭脳が日本に集うような研究施設は、長い目

- 46-



１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。 

で見て日本の国益につながる。また、そのような研究施設の存在は、次世代の科学者の教育（科学

だけでなく国際性の育成を含め）にも大きく貢献する。 

 

●「⑥戦略性」の視点から考えると、これまでと同様に大型の施設や装置がより選定されやすくなるの

ではないか。国家財政が厳しい中で多額の予算を投入する大型プロジェクトには国民の理解が必要

である。その理解を得るためには、中長期的に納税者に成果が還元されることが不可欠である。その

成果は多様であり、エビデンスに基づいたより効果的、効率的な政策立案も含まれる。例えば、国家

財政の最大かつ緊急の課題である社会保障に対し、医学や社会科学の視点から分析する文理融合

を通じて、データの横断的なプラットフォームを形成できれば、事業と政策課題の解決に向けた貢献と

の関係が明瞭になる。このようなエビデンスベースの政策立案は日本が世界から遅れている。今回

の見直し案では、このような社会に貢献するはずの事業が選定されにくくなるのではないかと危惧し

ている。 

 

●「⑦社会や国民からの支持」について、申請者の計画の意義・必要性を説得力をもって説明するた

めには、プロジェクト進捗のためのタイムスケジュールの明確化、マイルストーンの明確化、計画がう

まく進まない場合のオプションプランを併記するといった具体的な記載事項を示しておく必要がある。

巨額の国費を投資するという観点から、申請者の情緒的な記述に流されるのではなく、具体的かつ、

論理的な説明が必要であることを強調しておく必要がある。 

 

●厳しい行財政事情の下、大型研究プロジェクトはその成果が広く国民全般、社会生活全般に均霑

されるべきである。そうした観点から、「⑦社会や国民からの支持」は単に支持・理解というものにとど

まらず、社会的な意義や波及効果そのものに基づくものであるべきである。期末評価の観点として

「〇社会的意義と波及効果」が挙げられているが、極めて適切である。このとき、選定時に社会的意

義を軽視しておいて期末時に社会的意義の観点から評価するということも、仕組みとして非整合的で

ある。 

 

●「評価の観点と具体的な視点」がより具体化され、評価する側とされる側双方にとって、さらに国民

に対する透明化という観点でも良い。 

 

●今回評価の観点がより明確に定義されたことは良いことである。 

 

●新たなロードマップの作成にあたっては、過去のマスタープランやロードマップでの実績、経緯など

も重要な観点なので、加えていただきたい。 

 

 

【重視すべき分野について】 

●機器・設備といったハード面のみならず、高精度データの蓄積などソフト面での計画が充実してい

る課題の採択が望まれる。例えば、ヒトを対象とする医学・生命科学の領域では技術革新が速く、大

型の設備や機器の設置も重要であるが、普遍的・永続的な研究基盤として精度の高い大規模データ

を継続的に集積することも、真理を明らかにする上で重要である。 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。 

 

●これまでのロードマップ選定は，ハードウェア重視の傾向が顕著であった。しかし，もはやこの点で

は我が国の研究機関は，欧米のそれから大きく見劣りするものではない。これからはむしろ高度な実

験や実証研究を下支えするソフトウェア的な基盤を，大幅に拡充すべきである。 

 

●マスタープランにおける大型施設計画と大規模研究計画は、学術研究の大型プロジェクト推進の

両輪であると認識している。文部科学省におけるロードマップ策定にあたっても、電子ジャーナルのバ

ックファイル等整備など、様々な研究分野を支える基盤整備としての大型施設計画の重要性に対す

る配慮をお願いしたい。 

 

●これまでのロードマップ選定事業では、大型の施設や装置など、いわゆる「ハコモノ」が中心だった

が、今後は、日本が世界の潮流から立ち遅れている高精度のデータの整備など、「ソフト」面の事業も

積極的に選定することが重要である。 

 

●これまでのロードマップ選定事業では，ビッグ・サイエンス系の大型施設や大型装置などが中心だ

ったきらいがあるが，日本が世界（欧米）に比べて遅れている高精度のビッグ・データの長期的継続

的な蒐集整備などの事業にも焦点をもっと当てることが必要である．社会科学分野と情報科学分野

の共同によるデータ蓄積の効率化も視野に置くべきであろう． 

 

●日本は、海外と比較して、データの収集、蓄積、活用で決定的に遅れている。この分野での支援が

必要である。 

 

●事業の効果が特定の分野に限定される事業も重要だが，優先順位としては，複数の領域，できれ

ば 3 つ程度の領域横断的な効果の波及が期待できる事業を選定するよう努めることが重要課題であ

ろう．そのためには，文理融合型の事業を積極的に推進することが，成果の社会還元と社会実践に

直結すると予想できる． 

 

●これからの日本の科学技術戦略との関連性を明確に議論することが重要である。科学技術が人文

社会科学的知見と有効に結びつかなければ、市場における評価を得ることができないことは明白で

あり、その意味で、文理融合型の事業を推し進める視点が求められる。人文・社会科学的知見には、

様々なデータの解析によって得られるものも多く、実証的知見を含んだ研究を推し進める必要があ

る。 

 

●世界的にも歴史的にも例のない少子高齢化が進む日本で、多くの政策課題がある。特に医療費、

介護費、社会保障費の増大から政府財政が悪化する課題について、エビデンス・ベーストな政策の

策定に活用できるように、自然科学だけでなく、社会科学系や、文理融合系のデータの整備などの事

業を積極的に評価していくことが重要であろう。 

 

●社会的意義の観点からは、社会的課題の克服に向けて自然科学と社会科学が連携するようなプ

ロジェクトも選定の対象となることが望ましい。 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（１）２．改善の方向性（１）ロードマップ策定についてどのように考えますか。 

 

●人口減少や厳しい財政制約の中では、イノベーションをどれだけ新たに生み出せるかが我が国を

豊かにしていくために決定的に重要であり、学術研究の大型プロジェクトの推進においても、イノベー

ションを生み出すきっかけとなるような取り組み・研究に積極的に支援を行うことが重要である。イノベ

ーションを生み出すには、特定の分野にその事業の効果が生じるような事業のほか、領域横断的な

効果が期待できる事業も選定していくことが効果的ではないか。特に、従来あまり取り上げられてこな

かった社会科学系の事業も積極的に取り上げていくことが必要である。例えば、文理融合型の事業

など異分野間の連携を積極的に進め、単独分野にとどまらない効果が期待される取り組みを積極的

に評価し、医療・福祉・経済など様々な分野に活用が期待できる高精度のパネル・データの整備な

ど、箱モノ以外のソフトな事業についても積極的に選定していくことが必要である。 

 

 

【その他】 

●見直し案は適切であると考えます。 

 

●ロードマップ策定にあたっては、日本学術会議の果たす役割が大きい。学術会議の委員選考は、

現在の会員、連携会員が推薦する方式が採用されており、一部の研究領域ではこれが一種の既得

権益となって、領域の意見が代表されないという弊害があることが指摘されている。本来は、科学者

の意見を代表することが学術会議の重要な機能のひとつであるが、科学者の意見を広く集めるシス

テムが整備されていない。ロードマップ策定においては、研究者コミュニティの意見を広く取り入れる

方策を工夫することが望ましい。 

 

●学術研究における大型プロジェクト推進について、これまでの方針を踏襲したものとして評価する。 

 

●学術研究の大型プロジェクトを俯瞰的視点から位置づけている事は、学術の自律という原則から意

義深く、社会への説明力を高める上でも大切である。今迄のご尽力に敬意を表する。更に策定の改

善策を検討する事は大きな意味を持っている。今後とも、ロードマップ策定を継続し，それにもとづい

て学術研究の大型プロジェクトを実施する事が大切である。今後は、より困難な課題である「既存計

画の完了」への指導力が問われると思うが、是非着実な検討を重ね、原理や具体的な指導方針を提

示していただきたい。 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（２）２．改善の方向性（２）大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについてど

のように考えますか。 

 

【年次計画の策定期間について】 

●大型施設整備後の初期運用期間を計画に含めることが可能になることにより、弾力的な整備計画

や、施設のスタートアップ支援が可能になるので、適切な見直しである。 

 

●大規模学術フロンティア事業での支援を年次計画の最終年度とし、継続、発展を望む場合はロード

マップによる事前評価を必要とするとの改訂は透明化と公平性を確保する上でも重要、また現代の

科学技術の進展の速さを考慮すると、大型プロジェクトの新陳代謝を図る上でも良いことである。 

 

●「イ．年次計画の策定期間」の見直し案について、「・・・初期運用期間を加えることも可能とする」の

記載を「・・・初期運用期間を加えた、原則 10 年間を超える期間の年次計画の策定も認める。」のよう

に修正するのはいかがか。 

 

●「イ．年次計画の策定期間」についての改善案に、「原則 10 年、施設整備後数年以内の初期運用

期間を加えることも可能」とある。しかし、装置建設や研究成果にかかる時間は研究分野によるため、

特に対象としている（経費上限なしの）大型計画に関しては、画一的な期間の制限は適切ではない。

特に私が携わっている素粒子実験分野では、数年の運用期間のみで大型実験計画を立てることは

少なくなっている。このような条件で、適切な長期計画の評価を不当に下げたり、サイエンスの成果を

犠牲にしたりすることのないように、ご配慮をお願いしたい。具体的には、以下のように、運用期間の

制限を消去していただくのが一案である。 

「10 年以内を原則とするが、科学成果を出すために見込まれる運用期間を追加することを可能とす

る。」 

 

●見直し案では、年次計画の策定期間を原則１０年以内とし、継続する場合には別途ロードマップに

掲載される必要があるとされている。このような短期間に研究プロジェクトの期間を限ってしまうことは

研究の発展を大きく阻害することになる。私はスーパーカミオカンデ（ＳＫ）において研究を続けてきた

が、ＳＫがやってきた研究に照らしてその理由を説明する。 

SK は 1991 年に建設を開始し、1996 年から観測をはじめ、1998 年に大気ニュートリノ振動を発見した

が、次の成果が上がるのは 2001 年の太陽ニュートリノ振動の発見だった。この時点ですでに建設開

始から１０年になってしまっている。その後も 2004 年にＫ２Ｋ実験による人工ニュートリノ振動の発見、

同 2004 年には飛行距離によって「振動」していることを初めて捉えた。その後も 2011 年には第３の振

動モードの発見すること、2012 年には大気ニュートリノ振動によってタウニュートリノが発生することも

捉えた。そして、2016 年にはニュートリノにおけるＣＰ非保存の可能性もつかむことができた。このよう

に建設から数えて２５年間、実験開始から２０年間、数々の成果を上げ続けてくることができたのも

「原則１０年以内」といったような年次計画に縛られることなく研究を続けてくることができたためであ

る。 

また、ＳＫの研究目的のひとつは我々の銀河内での超新星爆発を捉えることがあるが、その頻度は

30-50 年に一度と予想されており、１０年で成果が上がるものではない。このような長期観測を必要と

するプロジェクトは宇宙線等の分野では数多くあり、この見直し案はそうした研究に多大な悪影響を

与えることになると思われる。 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（２）２．改善の方向性（２）大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについてど

のように考えますか。 

もうひとつ重要な観点は、外国からの研究者が安心して実験に参加できるかということである。ＳＫの

場合には日本とアメリカの共同実験としてスタートし、年々海外からの研究者が増え、現在では１０か

国から約１６０名の研究者が参加する実験になっている。海外からの研究者を増すことができたの

は、日本の実験が継続的に認められているという安心感をもってもらうことができたためである。あと

数年で１０年の年限を終えて実験が消えてしまうかもしれないといった不安を抱えていると海外の研

究者が敬遠して入ってこなくなってしまう。 

長いスパンで行う実験のことも考慮していただき、年限は実験ごとに定めることができるようなマネジ

メントにしていただきたい。 

 

●「イ. 年次計画の策定期間」はプロジェクト毎によるので、原則を設けず臨機応変に対応すべきであ

る。施設の規模によっては、建設に 10 年、その後の観測に 10 年という年数のかかるものもある。日

本の社会が成熟してきた今、より長期的視点で、科学政策や教育を考えていくことは重要である。年

次計画の策定期間は、提案者に委ね、その提案に沿って進捗評価を行なってはどうか。また、国民に

向けての説明責任は、随時行うべきであり、計画が進んでいる間も随時（毎年）実施する方が良い。 

 

●本事業は、国家的体制で進める事が必要な大規模研究計画の実現が目的である事を鑑み、事業

期間は一律１０年とせず、内容や規模に応じて柔軟に設定し、進捗評価も適切な時期に複数回行うこ

とは自然である。特に建設期間やそれに続く運用期間が長期にわたる事が学術的成果を得るために

必須となる分野について柔軟に対応するべきである。その一方で、建設期間、運用期間の年次計画

について、内容を具体的に精査し、それぞれの年限がなぜ必要かを明らかにするべきである。 

 

●「ア．大規模学術フロンティア促進事業としてのプロジェクトへの支援」の見直し案の文面からは、

支援期間（原則 10 年＋大型施設計画については、・・・）以降の国の支援のあり方が明確には読み取

れない。「継続して発展的に行う計画（後継計画）がある場合には、当該計画について別途ロードマッ

プに掲載され、事前評価を受けるものとする。」については、「その上で、改めて大規模学術フロンティ

ア促進事業としてのプロジェクトへの支援を行うことも可能とする。」と暗黙のうちに理解されていると

解釈することも可能だが、もう少し明確にしてほしい。特に、大型施設のほとんどは研究者コミュニティ

が長年に亘って利用していくべき施設であり、また近年あるいは現在の大型施設計画については建

設期間が 10 年程度に及ぶものも多くある。このようななか支援期間以降の延長が明確になっていな

いことは、多額の国費を使ったプロジェクトの支援の在り方としては不適切ではないか。 

 

●「継続して発展的に行う計画（後継計画）がある場合には、当該計画について別途ロードマップに掲

載され、事前評価を受けるものとする。」とあるが、例えば建設 10 年のプロジェクトの場合、その施設

を使っての当初計画した研究が始まってすぐ（数年以内）の段階で初期の成果も見極めも十分できて

いない場合もある。特に、現実には多くの大型施設計画では建設が完了しても当初から設計通りの

パフォーマンスを出せる装置は稀であり、多くの場合は明らかになった課題等を克服してはじめて予

定通りのパフォーマンスを出すものである。建設完了後数年以内の段階で、きちんとした「継続して発

展的に行う計画（後継計画）」の策定を要求すること自体無理がある。更に、大型施設建設のために

投入した国費で最大限の成果をあげるという観点からは、後継計画の策定ばかりでなく、当初想定し

た施設の運用をきちんと支援することによって成果を最大限に出させるという観点も忘れてはならな
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（２）２．改善の方向性（２）大規模学術フロンティア促進事業のマネジメントについてど

のように考えますか。 

い。すなわち後継計画のみならず「継続計画」のような計画があってしかるべきではないか。 

 

●「ロードマップに記載」は現状では、学術会議のマスタープランの３年ごとのタイミングで行われるか

と思う。ということは、タイミングを逃さずロードマップに記載してもらう手続きを行おうと思うと、３年に１

度のタイミングとなる。またマスタープラン選定におおよそ１年かかっているかと思う。ということは、

「原則 10 年＋大型施設計画については、科学成果の評価のための施設整備後数年以内の初期運

用期間を加えることも可能」とありながら、場合によっては、建設終了前にさえ「継続して発展的に行う

計画（後継計画）」の策定を行うことを要求されることになり、違和感を覚える。 

 

●年次計画が「原則１０年」より柔軟性を持った期間をとれるようになったことに対して、一つの計画が

肥大化しないよう配慮をしたほうがよい。 

 

 

【評価の観点について】 

●表２（評価の観点と具体例）は，現状よりも論点が明確にされている．「⑦社会や国民からの理解」

を，一歩進めて「⑦社会や国民からの支持」としたことは重要な改善である．そのうえで，支持を受け

るためには，研究がどのような社会問題の解決に役立つのかを社会に説明する，積極的な「科学コミ

ュニケーション」を推進する体制が組み込まれているかどうかを，評価すべきである．社会への説明

は，エビデンスベースであるべきであり，そのために，社会へのインパクトを評価しうる統合的なデー

タベースが必要である． 

 

●表 3（評価の観点と具体例）の見直し案について 

①プロジェクトの進捗状況「・・・・目標以上の成果があがっているか」の記載があるが、目標以上の成

果が何を意味するのかを説明をしておく必要がある。当初計画していたスケジュールから大幅に短期

間で達成することができたといった時間的なパラメーター、あるいはプロジェクトの一つの発見・発明

が当初意図していなかった他分野、領域に影響を与える結果となったという内容、社会貢献性のある

研究成果物が得られた事例など、何を評価するのかという指標を記載することが大切である。 

③学術的意義と波及効果に「学術的な達成状況はどうか」との記載があるが、KPI を何にするのかを

示す必要がある。研究成果を発表した論文数、投稿論文誌のランクに応じた発表論文数、あるいは

上位 10％論文誌への発表論文数の割合、発表論文の引用数、特許数、これらの研究成果をまとめ

た論文を評価するための各種指標を組み合わせた KPI を明示しておくことが必要である。 

④社会的意義と波及効果の「地域社会との信頼関係が構築されているのか」の記載について、具体

的な成果イメージをどのように考え、評価するのかを考えておく必要がある。それまでの評価指標が

KPI として定量性を確保できる指標を設定できると思うが、この項目に関しては、定性的な評価につな

がっている。場合によっては情緒的な評価指標とも読める。都心にある大学研究機関と、地方にある

研究機関では、置かれている状況が全く異なるし、それを同一に評価しようとすることは困難である。

この項目の記載の必要性を含めて予め議論しておく必要がある。 

 

●期末評価の観点として社会的意義と波及効果が挙げられていることは高く評価できる。 
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●評価の観点がより明確に定義されたことは良いことでこの度の改訂を支持する。 

 

●評価の観点や具体例の充実は望ましい方向であり評価できる。 

 

●観点が具体的であることは良いが、総花的に盛り込みすぎではないか。このプロジェクトのコアの

目的は何かを考えた場合、地域社会との信頼関係の構築といった要素まで配慮する必要があるのか

疑問である。ある方が良いという認識は理解できるが、観点として盛り込めばその対応が必要となり、

リソースが分散する。 

 

 

【その他】 

●国内で共同研究を進めている拠点でも、国内では有名でも、国際的には競争力のない拠点もあ

る。真に国際的にも競争力がある拠点をハブとする、社会科学系のそれも文理融合型の事業を積極

的に取り上げていくべきである。 

 

●大規模学術フロンティア的な事業において、文理融合の難しさを解決するために必要な組織的お

よび長期的視点に立ったプロジェクトマネジメントが求められる。文理融合において直面する困難は、

異なったディシプリンの研究者が協働することの難しさにある。互いに異なった知見を融合させて、新

しい知見を得るためには、長期的な信頼関係が求められる。このような信頼関係を持続させるための

マネジメントの一つとして、クリエイティブコーディネーター的研究者の存在が必要と理解している。こ

のコーディネータの主要な役割は、研究者間のベストマッチングを戦略的に行うことである。 

 

●昨今は，自然科学系プロジェクトに力点が置かれる傾向にあるが，社会科学系の研究プロジェクト

も積極的に推進すべきである。また，社会科学系プロジェクトの選定に際しては，国内をリードする研

究機関がその中核にあるかとか，研究機関同士の緊密な連携が確保されているかという視点を重視

することが肝要である。 

 

●事業の効果が特定の分野に限定される事業ではなく、領域横断的に効果が波及する事業を選定

する必要がある。そのためには、文理融合型の事業を積極的に評価することが重要である。 

 

●「エ．進捗評価」の「①趣旨」の見直し案について、「研究計画の局面が変わる時期」との記載でこ

のタイミングで中間評価を実施するとなっているが、最初に提出される計画書に、予め中間評価時期

を明示しておき、その時期で、どのレベルまで研究成果を挙げているのか、具体的なマイルストーンを

明示しておき、その達成具合、あるいは未達成なケースではオプションプランとしてどのように目標達

成のために取り組むのかを討議、評価することが必要である。中間評価時に具体的に何を評価する

のか、そのマイルストーンが何かを明示していないと、ケースバイケース、場合によっては情緒的な評

価につながり、そのことは論理性を欠くことになる。巨額の国費を負担いただく国民、社会の信頼を得

ることが難しくなることを危惧する。このような予め設定された中間評価とともに、記載されているよう

に何らかの情勢変化に基づく中間評価を開催することも必要である。巨額の国費の投資に対する運

営状況の確認、研究成果の確認がこの中間評価に求められていることになるので、その果たすべき
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役割はプロジェクトを選定するステップ以上に重要である。 

 

●ロードマップ選定計画について、事前評価～概算要求までの流れが不透明である。 

・すでに予算化された計画については、事前評価においてどのような点が評価され、予算措置に至っ

たのか。 

・まだ予算化されていない計画についても、同様に、事前評価においてどのような点が不十分で予算

措置に至らないのか。 

以上について、一般に広く明瞭に示すことが、当該事業全体の運用について科学者及び国民の信

頼・指示を得るために必要である。 

 

●透明性と公平性をさらに高めるべきである．それと同時に，マネジメントの手足を縛ってできること

を萎縮させないように，柔軟な裁量権付与とビジネス・ジャッジメント・ルールのような原則の導入を考

慮するべきではないか． 

 

●支援期間や位置づけを明確にするとあるが、「支援」の文言が如何様にも解釈できて、意図が不明

瞭である。また事前評価の観点として具体的な確認内容が追加で明示されているが、従来からの他

省庁からの競争的研究資金獲得のための予算申請とほぼ同様なものばかりであって、日本学術会

議が主宰する大型プロジェクトの特殊性・独自性を反映した見識あるものになっていない印象を受け

る。 

 

●事前評価等の議事、資料が非公開では、国民に対する説明責任を果たしたことにならない。非公

開にする理由は、専ら研究者間の人間関係や利害を配慮するものと考えられるが、国家的プロジェク

トの審議においては、科学者はその発言に責任をもつべきである。公開のタイミングは事業終了後一

定期間をおいても良いが、利益誘導や無責任な姿勢を回避するためにも必要な措置である。 

 

●評価の実施方法に具体性があることは評価できる。プロジェクトの事前評価、採択に関わった人物

は利害関係者であり、その後の評価に関わらないことを明記した方が良い。 

 

●見直し案は適切である。 

 

●学術研究における大型プロジェクト推進について、これまでの方針を踏襲したものとして評価する。 

 

●現状はトップ科学者に対する全幅の信頼を基盤にしており、マネジメントと呼べるものではない。 

 

●科学研究の世界的進展は速く、新しい課題を実現して行く事が求められている。新たなものを実現

するためにも、既存の計画をどのように展開し完結・転換させて行くかが重要である。具体的には、

「学術研究の大型プロジェクトの推進方策」のなかで方針を示す事が、俯瞰性・透明性から適切であ

る。今回の改善の方向性は、その方向に着手したものと思う。 

 

●進捗評価と中間評価を統合したことは、大変合理的である。 
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（３）その他、学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）について

のご意見をお寄せください。 

 

●日本では基礎科学と社会科学への推進が物足らないきらいがあるので，それを改めてゆくことが，

将来の日本の学術の世界との競争力を高める布石となると思われる．社会科学系の事業選定にお

いては，国際的なリーダーシップが取れるか，他分野多国籍的なネットワークを組んでいるか，などの

観点から評価することが重要ではないかと思われる． 

 

●新規計画を取り上げる可能性を高める改善法を更に検討いただきたい。独創的研究の成果は研

究者の力にかかっている。全国の人材に活躍の機会を与え、多くの人材の中から特に優れた研究者

の力を引き出すためにも、ネットワーク型の大規模研究に、より重点を置くことが有効である。 

 

●「カ．期末評価」の「②評価の実施方法」の「(4)評価の観点」の「学術的意義と波及効果」のひとつと

して，“プロジェクトの実施によりコミュニティに分野的な広がりができたか”が挙げられていることは重

要である．大型プロジェクトは従来の研究の延長上ではなく，新しい学問体系を世界に先駆けて確立

するような野心的なものであるべきである． 

 

●評価の観点が具体的になったことはよいが、付随的に研究実施者の負担が過重とならないようす

ることが必要である。施設整備と運用体制だけでなく、学術的成果、国際的な頭脳循環、若手人材育

成などを評価することは、よい観点である。 

 

●中心となる研究者が、すでに国際的に分野をリードしていることが絶対に必要である。いくら国内で

有名であっても、国際的な実績を持たない研究者が、突然、大切な問題の解決に貢献するということ

はありえない。 

 

●国際性を高めることの重要性は大きく、世界のトップ研究グループとの連携をいかに進めるかが重

要である。そのためには、日本国内での国際会議開催をより積極的に進め、世界レベルの研究成果

を発信していくことが必要である。 

 

●長期にわたり学術成果を創出可能な計画として、国際的な要請を受けて提案され、大型科研費等

の他経費による実現が不可能な、国家的な体制による長期投資が必要な大型研究設備やインフラ整

備に焦点を絞った推進を検討するべきである。現在の「７つの観点」によって、そのような検討が行わ

れていると理解しているが、国際的な基盤的研究施設の整備という観点がもっと前面に出てもよいと

考える。 

 

●各機関の運営費交付金の枠内において予算措置されている計画があるようだが（特に大学）、この

様な予算措置の在り方は、様々な歪みをもたらすのでやめるべきである。最近は各大学の運営費交

付金に競争原理が導入されてきている（それでも全体から見れば微々たる額である）が、実質的に各

大学の運営費交付金枠は大きく変動しない。したがって、大型プロジェクトの概算要求は、大学内の

他のプロジェクト推進の観点からは忌避される傾向にある。一方でロードマップに選定される計画は、

一大学というより全研究機関ひいては国全体に大きな恩恵をもたらす計画なので、各大学の運営費
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１．「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」について 

（３）その他、学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）について

のご意見をお寄せください。 

交付金で推進することは、各大学と国全体とで深刻な利益相反状態を生じさせるので、運営費交付

金の枠外で措置すべきである。 

 

●２１世紀ＣＯＥプロジェクトに代表される大型研究プロジェクトの推進によって，せっかく整備された

研究基盤が，年々形骸化しているのは非常に残念である。困難な財政状況の中ではあるが，選択的

にでも，21 世紀ＣＥＯに比肩する研究助成を求める。 

 

●計画書策定にあたって、申請者（グループ）自らが考えている SWOT 分析に資する記載、項目が必

要である。巨額の国費を投じて、国際競争力のある研究プロジェクトを推進していくという目的達成の

ためには、世界で競合する研究者、グループの状況を冷静に判断した上で、自分たちの強み（S）、弱

み（W）、発展の可能性（O）、プロジェクト進捗にあたっての脅威、リスク（T）を透明性高く関係者が協

議して判断していくことが国民、社会の付託に応える研究マネジメントにつながる。その上で、いった

んプロジェクトが Go となれば、プロジェクトタイムテーブルに則って適切な中間評価を実施し、プロジェ

クトの Go/NoGo を判断していくことが必要である。こうした一般的に実施されているプロジェクトマネジ

メントのプロセスを踏襲していくことが大切である。 

 

●プロジェクトのマネジメントに関連して、評価の実施時期が適時必要時に実施されるよう改訂されて

おり良い。というのは、その評価に応じ個々のプロジェクトについて効率的な運営が期待できること

と、全プロジェクトに対し柔軟に俯瞰的かつ戦略的運営が可能になるのではないかと期待できるから

である。新陳代謝をはかるために、既存プロジェクトの見直しに応じて、まだ予算化されていない新規

プロジェクトなどを適時、柔軟に取り入れられるシステムあるいは運営法があると良い。 

 

●添付資料に「世界の学術フロンティアを先導する大規模プロジェクトの推進」と題したものがある

が、我が国の科学技術政策に占める当該プロジェクトの割合も過去の数値的実績をもとにした影響

力も明らかにされておらず、見る者による勝手な解釈を期待した独善的なプロパガンダのように見え

る。過去の反省を元にした真摯かつ見識ある組織としての姿勢を明確にして、我が国の学術政策の

あり方を率先垂範すべきであろう。 

 

●大型プロジェクトが若手研究者のキャリアを損ねることがあるという批判に対して、十分にこたえる

対応となっていない。参加した研究者の事後のキャリアを追跡、調査して評価の対象とした方が良

い。 

 

●進捗評価に加えて、文科省主催のシンポジウムを開催し、進捗状況を広く一般に定期的に公開す

る制度を取り入れてはどうか。開催場所として「科学好き」の集まる未来科学館や、地方での開催も考

えていただきたい。 
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（１）ロードマップは、大型プロジェクトを戦略的・計画的に推進する観点から策定して

いますが、その内容や策定方法等についてどのように考えますか。 

 

【肯定的な意見】 

●大型研究を推進するために必要なプロセスである。一方で、できるだけ迅速に評価から予算措置

までを進め、海外に対する我が国の研究の競争力を保つことが重要である。 

 

●良いと思います。 

 

●現在の各研究コミュニティからボトムアップ的に提案され審議される方法は適切である。 

 

●英知を結集してロードマップを作成することは有効である。 

 

 

【否定的な意見】 

●ロードマップ選定計画ではないが、予算措置されている“大型”プロジェクトがあるように見受けられ

る（特に、小規模研究者の集合体のような計画）。ダブルスタンダードは良くない。 

 

 

【今後の課題・提案等】 

●限られた予算から多額の資金を投入するので、領域横断的な視点をもった計画を推進すべきであ

る。設置される機器・設備や、集積されるデータの他分野研究への応用可能性の高さも評価対象とし

たい。 

 

●日本では基礎科学と社会科学への推進が物足らない傾向があるので，それを改めてゆくことが，

将来の日本の学術の世界との競争力を高める布石となる．社会科学系の事業選定においては，国

際的なリーダーシップが取れるか，他分野多国籍的なネットワークを組んでいるか，などの観点から

評価することが重要である． 

 

●社会保障といった、国家的な政策課題に対しどのような貢献ができるのかを、選定の評価基準に

入れるべきである。厳しい国家財政のなか多額の予算を投入する大型プロジェクトは、国家財政や納

税者に中長期には還元される効果がなければ、国民の理解は得られない。このため、国家的な政策

課題に対しどのような貢献ができるのかを、選定の評価基準に入れるべきである。国家財政の最大

かつ緊急の課題である社会保障に対し、医学や社会科学に関するデータの横断的なプラットフォーム

を形成する事業など、国家的政策課題とその解決に向けて事業がなしうる貢献とが明瞭な関係を持

たなくてはならない。 

 

●既存の学問体系を大きく変更するような基礎研究を重視すべきである．自然科学や生命科学に偏

重することなく，従来の学問体系を大きく変えるような，社会科学，人文科学との融合を積極的に評価

すべきである．そのために，審査員に社会科学，人文科学の研究者をバランスよく配置すべきであ

る． 
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（１）ロードマップは、大型プロジェクトを戦略的・計画的に推進する観点から策定して

いますが、その内容や策定方法等についてどのように考えますか。 

 

●宇宙の成り立ちを解明するような研究は、すぐには役には立たないかも知れないが、基礎科学全

般を長期的に牽引することが期待され、引き続き力を入れていくことが必要である。同時に、厳しい財

政事情や少子高齢化による成長率鈍化の下で、社会の諸制度を効率化するような研究も、官民・文

理挙げて行っていく必要がある。そうしたバランスが重要である。 

 

●事業については、日本が国際的に遅れている文理融合の先端分野であること、また、提案主体

は、真に国際的に研究をリードする人材を抱える拠点であることが重要である。 

 

●ロードマップの中に、国際的な先駆性のある挑戦的研究を明確に位置づけていくことが重要であ

る。単なる論文を書くための研究では価値は低く、本質的課題にいかに迫っているかを評価する必要

がある。このような国際的かつ先端的学術的価値といった観点から事業を評価する必要がある。 

 

●先にも書いたが、戦略的に推進するためには、多数ある大型プロジェクト全体としての柔軟な資金

運用も可能とするような方策が必要である。特に新規のプロジェクトを積極的に取り込む仕組みがあ

ると良い。また、全国的な研究の活性化のためには、新たな試みとして導入されている大規模研究

（ネットワーク型）が実現されることに期待する。 

 

●選定する委員に若手の意見が入るように考慮してもらいたい。引退された先生が後進を心配する

のでなく、例え利益相反の問題が難しいとはいえ、現場で活躍している現役・一線にたつ研究者の意

見をある程度組み込むことを考えてもらいたい。 

 

●ロードマップ策定の観点は我が国の学術研究のありかたを反映した独自な取組であるべきであり、

それについて単に策定して公表するに留まらず、それが如何に我が国の科学技術政策にコミットした

のかまで責任を全うすべきである。ロードマップ策定を公開して、後は他の省庁等が勝手に予算措置

するだろうと云うのでは、如何にも無責任な印象を受ける。 

 

●ロードマップの策定にあたっては、直接的な研究のみならず、電子ジャーナルのバックファイル等整

備など、全研究分野を横断的に下支えする基盤整備の重要性が十分に考慮されることを希望する。 

 

●大型プロジェクトが個別研究計画の単なる集合体にならないよう、中核的に投資が必要な項目は

何か、その項目は他の経費では実現不可能な国家的な戦略計画として進める必要があるのか、につ

いて吟味が必要である。 

 

●必ずしも多数意見を尊重する必要はないが、研究者コミュニティの意見を反映させるためのシステ

ムを構築することが望ましい。学会もひとつの選択肢であるが、Researchmap のような直接研究者に

アクセスするシステムも活用できる。内容は、資料に例示されているようなビッグサイエンスに限定す

ることが望ましい。 
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（１）ロードマップは、大型プロジェクトを戦略的・計画的に推進する観点から策定して

いますが、その内容や策定方法等についてどのように考えますか。 

●理系と社会科学を融合するプロジェクトを，より積極的に推進する試みが必要である。 

 

●国家的に重要な政策課題への事業の貢献を評価する観点、また社会科学系の事業選定において

は、国際的に先駆性があるか、また国内をリードする拠点がネットワークを組んでいるか、といった観

点から事業を評価することが適切である。 

 

●自然科学系の事業に偏らず、社会科学系の事業も積極的に取り上げていくべきである。社会科学

系の事業選定においては、国際的に先駆性があるか、また国内をリードする拠点がネットワークを組

んでいるか、といった観点から事業を評価するのが適当である。 

 

●国の発展にも大きく寄与する大型プロジェクト改善の手立てを今後も検討していただきたい。 

 

●厳しい財政制約の中で、公共部門の投資効果を最大化していくためには、その効果が、中長期的

な効果をもつ持続的なものであることが重要であり、その成果は受益者である国民の生活を豊かに

し、国の経済財政の持続可能性にも寄与するものであることが必要である。そのためには、少子高齢

化を見据えた社会制度設計や国際競争力の強化・地方創生といった我が国の国家的な政策課題に

対して、どのような知見をもたらすプロジェクトであるかをプロジェクトの評価基準として考慮すること

が必要ではないか。例えば、健康長寿社会の構築を目指して医療分野と法学・経済学・社会学等の

社会科学とが連携して課題の解決を目指すようなプロジェクトは、こうした観点に沿うものであり、積

極的な支援を行っていくことが重要ではないか。 

 

●全国の人材に活躍の機会を与え、多くの人材の中から特に優れた研究者の力を引き出す事を今

迄以上に重視するべきである。例えば、全国的な研究者の活性化の為にネットワーク型の大規模研

究が有効である。財政的にもよりフレキシブルになるのではないか。 

 

●現状、「マスタープラン」を基盤として、大型プロジェクト選定のプロセスが取られているが、日本学

術会議以外の選択肢（選定する機関等）を増やすことはできないか。 

 

●納税者への還元には様々な方法がある。その視点から考えると、これまでのように自然科学系の

事業に偏らず、社会科学系の事業も積極的に取り上げていくべきである。社会科学系の事業選定に

おいては、国際的に先駆性があるか、また国内をリードする拠点がネットワークを組んでいるか、とい

った観点から事業を評価するのが適当である。 

 

●マスタープラン以外からプロジェクトを提案できる仕組みを作っていただきたい。たとえば、共同利

用・共同研究拠点は、研究者コミュニティの意見集約も役割として担っており、提案母体として適切で

ある。 

 

●その内容や枠組みなどについては、学術動向や、国際競争力強化の観点から、適宜見直しの機会

を作ることが必要である。 
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（３）大型プロジェクトの着実な推進に向けた財政措置の在り方等についてどのように

考えますか。 

 

【財政措置の在り方について】 

●一律に同額のプロジェクト予算を配分するのではなく、採択された複数プロジェクトに対して優先順

位をつけて傾斜配分で予算配分することが必要である。その優先順位をつけるための評価およびそ

の指標設定が大切である。時間的パラメーター（国際競争力のある研究成果に到達するスピード）を

重視するのか、研究成果の社会への影響力のパラメーター（再生医療研究、LED 研究等々のノーベ

ル賞級の研究）を重視するのか、どのような基本方針を定めるかによってこの優先順位は異なる。す

べてのパラメーターを満たす研究を選定できるのが理想だが、現実はそうならない。財政措置にあた

ってはこうした優先すべき基本方針を明確にしておく必要がある。またそのことが社会、国民に対して

透明性のある論理的な説明につながっていくことになる。 

 

●国民への説明責任・国民からの信頼という観点から、ロードマップ選定計画については、予算化の

状況の一覧を分かりやすく提示すべきである。予算資料等を読み解けばどのプロジェクトに予算措置

されているのか分かるのかもしれないが、一覧としてまとめるべきである。項目１．（２）にも記載した

が、予算措置に関する透明性が欲しい。 

 

●バラマキ型の総花的な財政措置よりも，年度ごとに集中的配分を原理とすることも考慮されてよ

い． 

 

●財政逼迫下での，大規模予算投入においては，その効果が，長期的に，国家財政（納税者）に還

元されると期待できることが必要であるとともに，それが国民一般にも理解されうるものであることが

必須である．中長期的な国家的な政策課題を骨太に設定し，それに照らしてどのような貢献となるか

を，評価基準に入れることが考えられる． 

 

●着実かつ安定した予算措置が、既存プロジェクトや新規プロジェクトのためにより必要である。 

 

●政府は大型プロジェクトの着実な推進に向けて十分な財政措置を講じる必要がある． 

 

●研究内容の進展に伴い、予算の総額を増やす努力をしていただきたい。 

 

●長期的な日本の競争力を高めなければ、政府財政を改善させることは不可能であり、縮小再生産

に陥る過ちを回避することは重要である。日本の競争力を高め、社会的発展を誘導するためには、必

要な財源を確保し、事業を推し進めることは、危急の課題である。しかしながら、資源の浪費を避ける

ために、経費管理は丁寧に行う必要はあり、必要な資源が重要な研究に向かうように事業選定をしっ

かり行う必要がある。 

 

●諸外国と比べても大型プロジェクトを含む基礎科学に措置している予算が少ないのではと危惧して

いる。特に、近年、アジア諸国においても、中国などはどんどん力をつけてきており、このままでは（あ

るいはすでに）科学の基礎力において日本が後塵を仰ぐ日も近いと危惧している。大型プロジェクトを
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（３）大型プロジェクトの着実な推進に向けた財政措置の在り方等についてどのように

考えますか。 

含む基礎科学分野に対する積極的な財政措置を望む。 

 

●大型プロジェクトは次世代の科学者の活躍、成長の場であり、例え財政状況が厳しいとしても、未

来への投資として積極的に実施すべきである。実際、日本が科学立国として国際的な地位を維持す

るためには、将来の科学への投資は必要不可欠であり、現状はとても満足できるレベルに達していな

い。最近多くの日本人がノーベル賞を受賞したが、これは主に過去の科学研究への投資の結果であ

る。 

 

●予算的に突出した総合科学技術会議が牽引している我が国の科学技術政策が置かれた現状から

目をそらさず、それらと本来は補完的かつ両輪的な関係を構築して我が国の科学技術政策を推進す

べきであろう。むしろ、学術会議が先導するロードマップ策定や提言をもとにして総合科学技術会議

が具体的な施策を推進すべきであり、そうした構図になっていない。省庁間の予算獲得競争の対象

ではなく、もとより我が国のあるべき未来の姿を創造していくために挙国一致の学術研究のための体

制構築が不可欠である。 

 

●大型プロジェクトの推進にあたっては国際協力が前提となる場合が多く、その場合の財政措置につ

いて、各国財政機関同士の国際的な枠組みの中での議論が必要される局面がある。このような場に

おいて我が国の財政措置機関が積極的にイニシアティブをとり国際戦略の中で大型研究を推進して

いくことのできる体制づくりの検討が必要と考える。 

 

●財政状況の困難さは理解できるが，科学技術活動へのしわ寄せが，他の財政支援分野に比べて

も厳しい感じが否めない。大変残念な状況にある。 

 

●国家財政が厳しいなか、多額の予算を投入する大型プロジェクトは、その効果が、中長期には、国

家財政（納税者）にも還元されることが、国民理解には不可欠である。このため、国家的な政策課題

にどのような貢献となるのかを、選定の評価基準に入れるべきではないか。例えば、国家財政の最大

かつ緊急の課題である社会保障に対し、（医学や社会科学などデータの）横断的なプラットフォームを

形成するなど、事業と政策課題の解決に向けた貢献との関係が明瞭であるべきである。 

 

●ロードマップに選定された計画は本来きちんと財政措置がされて推進されるべきである。 

 

●諸外国に比べて予算額が少ないのではと想像するが、具体的には財政措置の手法も含めてよくわ

からない。 

 

●大型プロジェクトに関する予算の増額を望む。 

 

●多くの人的資源を使って緻密に選定したプロジェクトであるから、それに見合った充分な財政措置

がなされるべきである。 
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２．大型プロジェクトの推進方策について 

（３）大型プロジェクトの着実な推進に向けた財政措置の在り方等についてどのように

考えますか。 

●単にすでにある財源の中で組み換えを考えるだけでなく、科学技術や学術予算の全体の中で、メリ

ハリの利いた予算の運用を図るべきである。厳選された新たなプロジェクトを強力に進め、日本が先

導する分野を国際的に強化することが、重要である。 

 

 

【その他】 

●大型事業は日本の政策課題に解決策を与えるものがふさわしい。一般に日本の政策は効果が不

明なこともある。データの活用により、緊急の課題に対する、根拠のある解決先を提示するものが望

ましい。 

 

●「選択と集中」のこれ以上の強化につながらないよう、裾野研究（多様性）、研究人材育成の重視を

配慮することが望ましい。現状では大型プロジェクトの拡大、採択増は、多数の小さな研究コミュニテ

ィの消滅を伴うことを十分認識するべきである。研究コミュニティの多様性の維持についてより大きな

観点から配慮した方が良い。 

 

●マスタープラン・ロードマップの仕組みをつくりあげたことは、我が国の厳しい財政環境下に於いて

基礎学術研究への強い支持を受けるうえで大きな力を発揮している。今後ともその強い支持を受け

続けるために、自ら出来る財政措置改革を進める必要がある。その例として、俯瞰的な全体像を、透

明性を持って提示するロードマップの方式を堅持する；その上で、新たな計画を発足させ既存のもの

を完結・転換する道筋を明確化する等の努力をかさねる；ネットワーク型の大規模研究を重視する；な

どがある。 
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３．上記の他、お気付きの点がありましたらご意見をお寄せください。 

 

【個別プロジェクトに関する意見】 

●計画番号 63 の「J-PARC 実験施設の高度化による物質の起源の解明」は，大強度で大型加速器

を要しながら，数少ない蛇口(ビーム供給ライン)に多くの研究者が列をなしている状況である。世界で

最も優れた加速器でありながら，ビームをもらえないがゆえになかなか成果を出せずにいる。国民に

対する責務を果たすためにも，この計画をぜひ進めていただきたい。 

 

●第 5 期科学技術基本計画では、第 4 章で「科学技術イノベーションの基盤的な力の強化」が示さ

れている。その趣旨は、「今後起こり得る様々な変化に対して柔軟かつ的確に対応をするため」の人

材育成に他ならない。冊子資料と同等に、電子資料が広く普及する現状において、我が国の知の基

盤の強化は、ハイブリットな学術資料を提供する研究基盤を整備しなければ成り立たない状況にあ

る。現状の学術資料の流通形態は冊子資料を研究基盤とした時代から大きくシフトしつつあり、最新

の学術情報や一部の学術資料入手は電子資料でしかできないものも存在する。これらの電子資料

は、一部の提供元の寡占化や提供元が販売形態・提供形態や流通価格をコントロールする色彩が非

常に濃く、利用者の範囲や利用形態は提供元と機関による利用許諾契約により決まるため、研究者

とりわけ若手研究者にとって、学術資料が入手困難な状況が生じることになる。したがって、第 5 期

の科学技術基本計画を推し進め、知の基盤を強化するためには、所属機関に依存せず、多くの研究

者が広く学術資料を自由に入手できるように我が国学術基盤環境を整備することが望ましい。「マス

タープラ2017計画番号150 学術領域番号34-1 電子ジャーナル・バックファイル等へのアクセス基盤

の整備」は、「学術研究・教育活動に不可欠な学術情報のうち、電子化が急速に進行している学術雑

誌や学術資料等へのアクセスを安定的・継続的に保証するためのセーフティネットとなるアクセス基

盤の整備を促進する」重要な施策であり、第 5 期科学技術基本計画の第 4 章で「科学技術イノベー

ションの基盤的な力の強化」に他ならない。諸外国では既に国策として導入が図られており、我が国

においても同様の取り組みを行わなければ、諸外国に大きく後れをとり、学術研究・教育活動の衰退

を引き起こすものであることをご認識いただく必要がある。文部科学省において、ロードマップを策定

されるにあたり、我が国が今後の戦略的施策を実行するために必要な「知の基盤」の整備は、緊急性

の高い事項として、是非とも率先して取り組んでいただきたい。 

 

●「計画番号 7 学術領域番号 11-1 新しい社会科学としてのエビデンスベース人間科学の確立とネッ

トワーク型大規模経年データの構築」において、ゲノム・コホート・データと家計調査を含めた家計ミク

ロデータを連携させることにより、個人特性・社会特性と遺伝子分析を総合的に結び付け、予防医療

を中心として年金・医療保険等の財政圧迫要因を緩和しようとする試みは非常に興味深い。本事業

が成功すれば、要する費用を大きく上回る効果が得られるであろう。また、学問的にも、生命科学（遺

伝子）など高次元データと社会科学の低次元データを同時に取り扱う数理的手法を開発することは十

分な意義がある。本研究遂行の上では、ゲノム・コホート・データと家計ミクロデータという個人属性を

含むデータが複数の研究機関をまたがって扱われるため、個人情報の厳密な管理が求められる。ま

た、成果として挙げられている社会学的分析との結びつきが不明確である。しかし、本研究のメリット

総体は、これら問題点をはるかに上回るものであろう。 
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３．上記の他、お気付きの点がありましたらご意見をお寄せください。 

【その他】 

●国等による財政措置以外には産業界等の第三者からの支援は必須になる。そのためにはこれま

で記載してきたように、第 3 者（社会、国民）に対して開かれた透明性の高い、論理的な説明に基づく

プロジェクト選定、運営に関する情報開示が従来以上に必要となる。限定されたメンバー、組織で情

緒的な指標に基づいた判断が下されていては、産業界等の一般社会からの支援を得ることは難しく

なる。昨今日本においても支援金額規模は小さいが、クラウドファンディングなどの試みが実施されて

いる。その際の重要ポイントは、広く一般社会のサポーター（プロジェクト支援者）の共感を得ることが

できるかどうかである。このことは予算規模の大きな大型プロジェクトに対しても共通で考えておく必

要のあるコンセプトである。この点を是非配慮していただきたい。 

 

●作業部会の議事録、配付資料の公開が遅い（他の審議会と比べても比較的遅いと見受けられ

る）。パブコメを実施するなら、その前にせめて配付資料だけでも公開すべきではないか。 

 

●文科系、特に社会科学系の、文理融合型事業を取り上げることも重要である。 

 

●新学術領域科研費をより充実させ（例えば２倍にして）、大型プロジェクト（提案含む）とのリンクを計

り、研究者コミュニティをより活性化させ、社会への公開（説明責任）を充実させる。 

 

●日本学術会議が我が国における学術研究のあり方に対して財政的影響力を行使できない形骸的

な存在となっている現状は、科学者コミュニティにとって憂うべき事態である。また学術会議に限らず、

事前事後の評価全般を全う出来る体制基盤が我が国は脆弱である。ロードマップ評価の観点として

社会に対するアカウンタビリティーの項目を盛り込むのではなく、そうした見識を有する評価体系を構

築するのが重要である。そうした観点をロードマップ上でアピールするようにとの指摘そのものが学術

会議にはアカウンタビリティーについての見識がないと云っているようなもので、恥ずべき文言であ

る。今回の意見提出に関する質問項目も本質的なズレが多くあり、問題点が根本的に理解されてい

ない。 

 

●「大規模」あるいは「大型」ではなく、「中規模」あるいは「中型」で、かつ国として研究者コミュニティ

全体のために必要な研究基盤施設のようなものは着実に整備・推進していくべきかと思うが、そのよ

うな計画のサポートもご検討いただきたい。 

 

●学術の大型プロジェクト推進の仕組みをつくりあげたことは、我が国の厳しい財政環境下に於いて

基礎学術研究への強い支持を受けるうえで大きな力を発揮していると思う。学術界もその認識を共有

する事が望ましく、そのことをより明示的に示すような試みがあっても良い。 

 

●大型プロジェクトの施設整備や施設運用のマネジメントにおいて、評価項目を具体的にするあま

り、研究実施者が委縮したり、研究実施者が事務的作業に忙殺されたりすることがないように、持続

的な配慮が必要である。 

 

●「研究者コミュニティの合意形成の状況は明確か。」について、研究者コミュニティの範囲について、

- 64-



３．上記の他、お気付きの点がありましたらご意見をお寄せください。 

どのように合意形成状況を確認するのかがまったくあいまいである。一部のボス研究者によって牛耳

られているという可能性もある。関連および第三者的研究者を対象としたアンケートなどを課して客観

的に評価させるべきである。 

 

●8 つ目の視点として、他分野との比較を入れるべきである。多くの分野があるなかで、当該分野に

重点的に資源投入することの妥当性を判断するためには他分野との優先度を比較すべきである。 

 

●「エ．進捗評価 従前の進捗評価と中間評価を進捗評価として統合する。」について、この方向はよ

いが評価の結果として進捗していないものは打ち切るべきである。そのためには「⑤プロジェクト推進

に当たっての課題」を⑥ とし「、⑤総合評価:プロジェクト継続の可否」を設定する。「相対評価：全プロ

ジェクトの例えば下位 10%は強制的に打ち切る候補とする。」、「絶対評価：当初設定ベンチマーク不

達成」の２基準で厳しく判定すべきである。 

 

●「期末評価」について、想定した目標に達成できなかった場合の処遇を明記すべきである。学術で

あること、研究という不確実性が高い対象であることは理解できるが、単に人材が育成できたなどの

あいまいな貢献で終わらせるべきではない。小型の研究に多く配分せずに、ある意味、資源を独占し

ながら成果を挙げられなかった研究に対しては、厳しくその成果を問うべきである。例えば、不達成の

場合には、今後 10 年間は当該分野を大型助成の対象とはしないといった、厳格な管理が必要であ

る。そうすることによって、大型で無意味なプロジェクトを減らし、多様な研究を育成することを目指す

べきである。 

 

●このような案を出す前提として、これまでの大型研究の評価方法への反省・総括はしたのか。原子

力船むつ、もんじゅなど、文科省管轄で巨額の予算を投入しながら、何の成果も挙げずに終わったプ

ロジェクト群は多い。まずは、それらを立案・評価した方法・体制について総括すべきである。 

 

●「戦略性」あるいは「社会や国民からの支持」に、「１）わが国の防衛に資するものであるか。」、「２）

安全保障貿易管理の重要性に鑑みて、世界トップレベルの研究成果が第三国に流出し、軍事転用さ

れることを防止する具体的かつ実効的施策は採られているか。」の二点を付け加えてはどうか。 

 

●これまでのロードマップ選定事業では、大型の施設や装置など「ハコモノ」が中心だったが、日本が

世界の潮流から立ち遅れている高精度のデータの整備など「ソフト」の事業も積極的に選定すること

が重要である。 

 

●事業の効果が特定の分野に限定される事業ではなく、領域横断的に効果が波及する事業を選定

する必要があり、そのためには、文理融合型の事業を積極的に評価することが重要である。自然科

学系の事業に偏らず、社会科学系の事業も積極的に取り上げていくべきである。社会科学系の事業

選定においては、国際的に先駆性があるか、また国内をリードする拠点がネットワークを組んでいる

か、といった観点から事業を評価するのが適当である。 

 

●国家財政が厳しいなか、多額の予算を投入する大型プロジェクトは、その効果が、中長期には、国
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家財政（納税者）にも還元されることが、国民理解には不可欠である。このため、国家的な政策課題

にどのような貢献となるのかを、選定の評価基準に入れるべきであろう。例えば、国家財政の最大か

つ緊急の課題である社会保障に対し、（医学や社会科学などデータの）横断的なプラットフォームを形

成するなど、文理融合型事業の場合、政策課題の解決に向けた貢献との関係が明瞭であるべきであ

る。 

 

●競争的資金や大型プロジェクトよりも運営費交付金を増やさなければ予算獲得のための時間が増

える一方で、肝心の研究・教育にあてる時間がなくなっている。大型プロジェクトはあってもいいが、関

わらねば生き残れないようなシステムは非効率的であることをいい加減学んで反省するべきである。 

 

●一つの研究をするにあたっても、例えば、摂食行動の脳内調節様式といった複雑な系の研究とな

ると、複数の側面からのアプローチが必要不可欠であり、それの実行を可能とする大きな資金を必要

とすることは理解しており、研究者としてもそのような資金を獲得すべく、日々努力をしている。しか

し、大きな予算の研究費が、どのような目的で使われるかという事に関して、末端の研究者の意見を

反映されることがほとんどなく、一部の有力な先生方の意見がどうしても尊重されてしまうことに対し

て、少しもどかしさを感じている。 

 

●大型予算を使用した結果について、研究発表をされる以外は、あまり広く一般に共有されていない

ことがもったいなく感じている。大型予算を使うからには、納税者である国民に対して有益なアウトプッ

トも行うべきで、プロジェクトに関わらなかった人たちからの評価を受けてもいいのではないか。 

 

●プロジェクト参加研究者の募集も、もう少し広く行っていただけると、私どものような末端の研究者で

も、プロジェクト目標の達成のために貢献できると思う。世界を動かすような研究成果を出すこと、投

資者である国民に対して利益のあるものであること、研究者業界に広くチャンスが開かれていること、

を可能にするような仕組みづくりをお願いしたい。 

 

●今日、多くの文献は電子ジャーナルで提供されており、これらの利用は今後ますます増加していく

はずである。しかしこれらの資料の価格高騰により、個別の大学・研究所単位では研究遂行のために

必要な電子ジャーナルを購読することが年を追うごとに困難になってきている。これらの基盤整備なく

しては、個別の研究分野の進展は望むべくもない。個別の研究分野だけでなく、国主導での電子ジャ

ーナル閲覧環境の整備など、すべての分野に共通した研究基盤である電子ジャーナルの閲覧環境

の構築に関する計画についても考慮いただきたい。 

 

●大型プロジェクトを推進することは全面的に支持するものである。また、多くの部分で改善の方向性

にも理解できる部分が多い。一方で、いくつかの点で問題があるのではないか。「社会や国民からの

支持」、「社会的価値（産業・経済活動の活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活

用等）の創出につながっているか。」などの項目を指標に組み込むことで、学術研究の本質を見失う

可能性を危惧している。国家予算を費やす説明責任は理解できるが、文科省が主体となるプロジェク

トにおいては学術的な価値を第一とする姿勢を貫いていただきたい。 
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●不正対策については明確な記述をしないのか。STAP 細胞事件等の研究内容の不正もあるが、会

計等で不明瞭な点も多く（ここで企業が絡む事もある）、アカデミック界においても不正や不当なコネが

横行している面は確実に存在する。文部科学省自体がこの様な不正を横行させていたという事もある

が、不正対策を打つのを疎かにして「＞長期間にわたり巨額の国費を投入することについて、社会や

国民に支持していただけるか。」も何もないであろうと国民としては思う。当方は、不当に私立大学等

に多く天下りを行った文部科学省の上級職員らを望ましくないものと考えるが、これら職員とそれら学

校との関わりは当然アカデミックな方面においての不正とも関わりがあるはずである。望ましいものを

伸ばし、不正なものを処罰する方向に動かないと、業界は腐っていくので、不正対策についてもしっか

りしたビジョンを持って事にあたるべきである。（そもそも、こういうのは人文科学的にかなり定型的に

対策を打つ事が出来るのであるから、それこそアカデミックな人間達や文部科学省においては確実に

不正対策が打たれていないとおかしいのであるが。）対策を打ち、不正無く、効率的に、先進的な研

究がなされるようにしていただきたい。 
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